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FD ハンドブック刊行にあたり 
 

「實地應用ノ素ヲ養フ」との建学の精神を掲げている中央大学においては、教育目標を「実地応

用の素を養うために求められる基礎・基本を重視した教育、社会の課題を自らの課題として捉えら

れる問題発見・解決力を涵養する実地応用教育を展開する」と定めており、FD(Faculty 
Development)活動は、その「実学応用教育」を支える環境整備として、なくてはならない重要な取

組の一つであります。 
 

中央大学の FD活動は、「学部・研究科等の教育組織が掲げる学位授与方針、教育課程編成方

針等に基づいた教育の質をさらに向上させるための教職員が協働して行う組織的な取組」と定義

しており、全学 FD 推進委員会の下に各学部・研究科の FD 推進委員会が組織されています。 
 

本学のような研究と教育の両面を求める大学では、教員は研究者であり、教育者でもあります。

研究と同様に教育においてもベストプラクティスを生み出す環境づくり、組織運営を目指す必要が

あります。既に、本学の FD 活動の一環として、FD 研修会・講演会、授業評価アンケートの実施、授

業参観制度、ベストティーチャー賞の選定等々、各学部や研究科がそれぞれの特徴を出しながら活

動を行っています。 
 

そこで、中央大学 FD 推進委員会では、本学のさらなる教育の質の保証と向上を行うべく『FD
ハンドブック』を取りまとめ、刊行することといたしました。授業設計の方法、シラバスの書き方等基

本的な項目のみならず、大学教育の取り巻く環境が変容する中で、変わっていく項目についても最

新の内容を掲載しています。ですから、新任教員の先生方だけではなくベテランの先生方にもご覧

になっていただける内容です。先生方に読んでいただき、ご自身で少しでも「気づき」を感じる部分

があれば、日頃行っている授業の改善に役立てていただくことが、先生方の「教育の質の向上」に

繋がるものと信じております。 
 

目まぐるしく変化する今日において、知識の陳腐化が加速していると言われておりますが、教育の

陳腐化に陥らぬよう先生方のたゆまない努力が実を結ぶことを願うと共に、この「FD ハンドブック」

が本学における教育の質の向上の一助になることを願ってやみません。最後に、今後も FD 活動の

さらなるご理解とご協力をお願いいたします。 
 
 

中央大学 FD 推進委員会委員長 商学部 斎藤正武 
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１． 大学における FD ～大学設置基準と本学の教育制度～ 
 
ファカルティ・ディベロップメントの義務化 

大学設置基準では、第２５条の３に｢大学は、当該大学の授業の内容及び方法の改善を図るた

めの組織的な研修及び研究を実施するものとする。｣と定めています。 
ファカルティ・ディベロップメント（以下、FD）とは、教員が授業内容・方法を改善し向上させるた

めの組織的な取組の総称です。具体的な例としては、教員相互の授業参観の実施、授業方法につ

いての研究会の開催、新任教員のための研修会の開催等を挙げることができます。なお、大学設置

基準等においては、こうした意味での FD の実施を各大学に求めていますが、単に授業内容・方法

の改善のための研修に限らず、広く教育の改善、更には研究活動、社会貢献、管理運営に関わる

教員団の機能開発の活動全般を指すものとして FD1の語を用いる場合もあります。 
 
本学における FD 

本学では、２００５年に中央大学 FD 推進委員会を設置し、FD を、「建学の精神『實地應用ノ素

ヲ養フ』を踏まえ、学部・研究科等の教育組織が掲げる学位授与方針等に基づいた教育活動の質

をさらに向上させるための教職員が協働して行う組織的な取組」と定義しました。 
中央大学 FD 推進委員会は、全学部・研究科から委員を選出して構成され、（１）全学的な FD

の企画及び実施、（２）各学部及び大学院各研究科における FD の連絡・調整、（３）FD に関する

情報の収集・提供等を行っています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三つの方針（ポリシー） 

三つの方針とは、｢卒業の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）＊｣、｢教育課程の編成及び

実施に関する方針(カリキュラム・ポリシー)｣及び｢入学者の受入れに関する方針（アドミッション・ポ

                                                      
1 「FD とは」という一般的な定義について説明している公的文書や代表的な文献等は以下のとおり。 

①中央教育審議会「我が国の高等教育の将来像」答申（平成 17 年 1 月） 

②有本章著『大学教授職と FD』（平成 17 年 東信堂） 

③絹川正吉、舘昭編著『学士課程教育の改革』（平成 16 年 東信堂） 

～建学の精神～ 
中央大学は、１８８５（明治１８）年、１８人の若き法律家たちによって「英吉利法律学校」として創設されました。 
 創立者たちがこの学校を設立した目的は、イギリス法（英米法）の長所である法の実地応用に優れた人材を育成

するために、イギリス法の全科を教授し、その書籍を著述し、その書庫を設立することにありました。 
 創立者たちの「建学の精神」は、抽象的体系性よりも具体的実証性を重視し、実地応用に優れたイギリス法につい

ての理解と法知識の普及こそが、わが国の独立と近代化に不可欠であるというものでした。それゆえ「實地應用ノ素

ヲ養フ」教育によって、イギリス法を身につけ、品性の陶冶された法律家を育成し、わが国の法制度の改良をめざし

たのです。 
 創立者たちは、イギリス法が明治の日本を近代的な法治国家にするために最も適していると確信し、経験を重んじ

自由を尊ぶイギリス法の教育を通して、実社会が求める人材を養成しようとしたのでした。 
 創立から１２５年を超える時の中で、「實地應用ノ素ヲ養フ」という建学の精神は、８学部、大学院７研究科、専門職

大学院２研究科、４附属高等学校、２附属中学校を擁する総合大学となった現在、多様な学問研究と幅広い実践的

な教育を通して「行動する知性。－Knowledge into Action－」を育むという本学のユニバーシティ・メッセージに受

け継がれ ます  
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リシー）｣のことで、大学の入口から出口までの方針を示したものです。２０１７年４月の学校教育法

施行規則の改正により、各大学は策定・公表が義務づけられています。 
 ＊卒業の認定に関する方針は、学位授与の方針と同義のものです。 
 
◆ 三つの方針（学位授与の方針、教育課程編成・実施の方針、入学者受入れの方針）について 
 
・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）：各大学、学部・学科等の教育理念に基づき、どのような

力を身に付けた者に卒業を認定し、学位を授与するのかを定める基本的な方針であり、学生

の学修成果の目標ともなるもの。 
 
・教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）：学位授与の方針の達成のために、どのよう

な教育課程を編成し、どのような教育内容・方法を実施するのかを定める基本的な方針。 
 
・入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）：各大学、学部・学科等の教育理念、ディプロマ・

ポリシー、カリキュラム・ポリシーに基づく教育内容等を踏まえ、どのように入学者を受け入れる

かを定める基本的な方針であり、受け入れる学生に求める学習成果（「学力の３要素」につい

てどのような成果を求めるか）を示すもの。 
 
 

 【「三つの方針」方針間の関係性】 
 

 
 

中央大学では、２０１１年度より三つの方針を各学部・研究科において策定・公表を行っています。

２０１９年度には、全学の三つの方針を策定・公表するとともに、文部科学省中央教育審議会が作

成した「策定及び運用に関するガイドライン」に基づき、各方針の一貫性・整合性を高めるため「三

つの方針策定にあたっての学内指針」を作成しました。各学部・研究科は、この学内指針に基づき、

２０１９年度～２０２０年度にかけて各方針の改定を行いました。 
 
［中央大学 教育活動に関する三つの方針］ 

https://www.chuo-u.ac.jp/aboutus/principle/policy/education_policy/  
 
 

https://www.chuo-u.ac.jp/aboutus/principle/policy/education_policy/
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アセスメントプランに基づく学修成果の点検・評価 
三つの方針の策定・公表とあわせて、各大学は各方針が適切に運用され、質の高い教育活動が

展開されていることを社会に示していく必要があります。そのため、三つの方針に基づいて実施した

教育活動の成果をどのように評価するかについて、その目的、達成すべき質的水準及び具体的実

施方法などについてアセスメントプラン（もしくはアセスメント・ポリシー）として定め、その内容に則

って点検・評価を行うことが求められています。 
中央大学においてはアセスメントプランに相当するものとして２０１９年度に「学修成果の把握に

関する方針」を策定し、機関レベル（大学全体）、教育プログラムレベル（学部・学科・研究科等）、

科目レベル（授業・科目）の３つの階層で学修成果を評価する方法等を定めています。 
 
［中央大学 学修成果の把握に関する方針（MEP：Measuring Effectiveness Policy）］ 

https://www.chuo-u.ac.jp/aboutus/principle/policy/achievements/  
 
単位について 

大学では、単位制が採用されています。 
各授業科目にはそれぞれ単位が決められており、その授業科目を履修し、試験に合格すると単

位が与えられます。各授業科目の授業時間と単位数は、概ね以下のとおりになります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
単位数設定の根拠 

中央大学学則第３３条では、以下のとおり規定しています。 
各授業科目の単位は、１単位の授業科目を４５時間の学修を必要とする内容をもつて構成するこ

とを標準とし、次の基準により計算する。 
一 講義及び演習については、１５時間から３０時間までの範囲で別に定める時間の授業をもつ

て１単位とする。 
二 実験、実習及び実技については、３０時間から４５時間までの範囲で別に定める時間の授業

をもつて１単位とする。 
三 講義、演習、実験、実習又は実技のいずれかの授業科目について、２以上の方法の併用によ

り行う場合は、その組合せに応じ、前２号に規定する基準を考慮して別に定める時間の授業を

 

（１）講義・演習科目 
・毎週１時限（２時間とする）の授業が通年（30週）行われる科目 
（２時間の授業＋４時間の自習）×30週 ＝ 180時間･･･４単位 

・毎週２時限（４時間とする）の授業が半期（15週）行われる科目 
（４時間の授業＋８時間の自習）×15週 ＝ 180時間･･･４単位 

・毎週１時限（２時間とする）の授業が半期（15週）行われる科目 
（２時間の授業＋４時間の自習）×15週 ＝  90時間･･･２単位 
 

（２）外国語科目 
・毎週１時限（２時間とする）の授業が半期（15週）行われる科目 
（２時間の授業＋１時間の自習）×15週 ＝ 45時間･･･１単位 
 

（３）体育実技科目 
・毎週１時限（２時間とする）の授業が半期（15週）行われる科目 
（２時間の授業）       ×15週 ＝ 30時間･･･１単位 

https://www.chuo-u.ac.jp/aboutus/principle/policy/achievements/
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もつて１単位とする。 
２ 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究等の授業科目については、これらの学修の成果

を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、

単位数を定めることができる。 
３ 各授業科目の授業は、１５週にわたる期間を単位として行う。ただし、教育上特別の必要がある

と認められる場合は、これらの期間より短い特定の期間において授業を行うことができる。 
 
 
 
 
１４週の授業 

２０１３年４月に大学設置基準（第２３条関係）の一部改正が施行され、各授業科目の授業期間

については、１０週又は１５週にわたる期間を単位として行うことを原則としつつ、教育上必要があり、

かつ、十分な教育効果をあげることができると認められる場合には、各大学及び短期大学における

創意工夫により、より多様な授業期間の設定を可能にすることが認められました。 
中央大学では、上述の単位制の考え方を基本として位置付けつつ、十分な教育効果をあげる授

業の実施を前提に、２０１９年４月より各学期１００分１４週の授業時間としています。 
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２． シラバス 
 
シラバスとは 

シラバスは、科目の方針、授業計画、評価方法・基準等を学生に明示することで、学生が科目を

履修するための準備を十分に行うよう促す目的で作成されるものです。学生は、授業開始時点でシ

ラバスやカリキュラムを参考にして科目履修の要否を判断します。履修中は、シラバスに記載された

到達目標や授業計画を参照しながら、事前学習・授業履修・事後学習と学修を進めます。このため、

シラバス記載内容は彼らの学修にとって非常に重要なものになります。2 
また、シラバスは学生のためだけではなく、教員にとっても重要な文書です。シラバスを作成する

ことによって自身の授業計画や評価基準等を可視化し、その適切さを点検しやすくなることに加え

て、授業終了後に自身の振り返りと次期以降への改善の糸口をつかむ FD の有力なツールにもな

り得ます。加えて、学科・専攻、学部・研究科などの部局単位、そして大学全体としても、シラバスを

通じて自らの教育課程を可視化することで、カリキュラムの点検や改善を進める上での重要な基礎

資料となります。 
但し、整然としてきれいに見えるシラバスを作ることが最終目標ではありません。学生やカリキュ

ラムにとって価値ある授業を実施するための道具としてシラバスを作成し、そして、活用しなければ

ならない、という点が最も重要です。 
 
◆ 到達目標・評価基準をシラバスで明確にすることの意義 
  シラバス記載事項の中で、教員が記述に悩むのが「到達目標」と「評価基準」ではないでしょう

か。「到達目標」とは、当該科目の単位を修得した学生は、その科目に関して何がどのようにできる

ようになっているのか、を明示するものです。そして、「評価基準」とは、学生が授業終了時に到達目

標を叶えていると判断できる水準を意味します。例えば、「○○に関する知識を活用して△△を実

施できるようになる。」という到達目標の場合、単位取得するためには○○に関するどの程度の知

識を活用して△△をどの程度できればよいのか、を示すのが評価基準です。 
到達目標と評価基準がシラバスに記載されることにより、学生、教員、大学にとってそれぞれ以下

の利点が生まれます。まず、学生にとって到達目標と評価基準の明確化は、科目履修を通じて教

員・大学が学生にどうなってほしいのか、どの程度のことができるようになってほしいと考えているの

かについての情報提供です。それを学生が知ることにより、期待と実際との異同を自己点検し、必

要に応じて自らの行動の変化を起こすことが可能です。 
次に、教員にとって到達目標と評価基準の明確化とは、授業履修を通じて学生が具備することを

求めている知識・能力の具体化であり、目指すところの可視化結果と位置付けられます。到達目標

と評価基準が明確であれば、それに達しているかどうかを測る評価方法は自然と決まりますし、学

生に対し、目標に達するための機会を授業で与えているのかどうかを点検できます。加えて、明確な

評価基準に基づいた成績判定・単位付与は客観性が高いので、必要が生じた場合の判定経緯の

                                                      
2 現状、多くの科目でそうはなっていないのは事実でしょう。学生が単位取得に本来必要な学修のため

に時間を割かない→学生がシラバス記載の授業内容や事前学習・事後学習指示を意に介さない→シ

ラバスに十分な情報を盛り込む意欲を教員が失う→情報に乏しいシラバスではそれを参考にする学生

がさらに減る、の悪循環に陥っている状況は否定できません。しかし、だからこそ、シラバスを充実させる

ことをきっかけに好循環に転じさせて、学生が主体的に学ぼうとする・学ばなければならないと思う状況

を教員側が努める必要があります。 
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説明が容易です。何よりも、授業進行の点検や次期以降への改善の手がかりをつかんだり、必要

に応じて他の科目との関連性を強化したりするための手がかりを得ることができます。  
さらに、大学にとっては、各科目の到達目標・評価基準が明確になることにより、教育課程編成・

実施の方針と各科目との整合性を点検・確保することが容易になります。これを通じて、学位授与

の方針達成に至る道筋としてカリキュラムが成立しているかどうかや、カリキュラムが想定する学生

を選抜する手段として入学者受入れの方が機能しているかどうか、を点検し、大学教育をより効果

的かつより高度な内容・水準に進めていく手がかりを得ることができます。加えて、学生の大学生活

を支えるカリキュラム以外の部分(キャリア支援、健康管理等)とも緊密に連携することにより、カリキ

ュラムの役割をより明確化することができ、教育の質保証にとって重要な役割を果たします。 
 
◆ ルーブリック(水準点検表)をできるところから作ってみませんか 

到達目標や評価基準は「単位を修得できる」水準を記さなければなりません。そうしないと、学生

がその科目を修めるために最低限求められていることが何かを理解できないので、裾野が広くか

つ頂上が見えない学問の山をどこまでどのように登れば良いのか、学生にはわかりません。このた

め、「この山の五合目までを地図を見つつ自分の足で登れば ok」等の具体的な目標を示す必要

があります。一方、最低限の目標の提示では、より高みを目指す学生が多くないのではとの心配に

なる場合もあるでしょうし、より高みを目指す学生にとっては単位取得水準を超える目標があった方

が励みになるでしょう。すなわち、履修する学生にはより高い水準で当該科目の内容を理解・活用

してほしいと教員は思っているし、より良い成績を獲得したい学生は、そのための目安を知りたいと

思っているでしょう。実は、先生方の頭の中には、「このくらいできたら優秀」、「このくらいできたらぎ

りぎり合格」という評価の目安が入っています。それを客観的な言葉で表し、表形式にしたものがル

ーブリック(水準点検表)です。シラバス執筆だけならルーブリックは必要ではありません。しかし、シ

ラバスは授業を実施するためのものであり、授業を実施すれば学生の学修成果の到達度を適切に

評価する必要があります。到達度評価の方法や水準の一部をシラバスの適切な項目に盛り込むこ

とにより、何をどこまでどのように学び、活用できるようにならなければならないのか(単位取得でき

るのか)、それより上を目指すためにはさらに何をどこまでどのように学び、活用しなければならない

のか、に関するメッセージを学生に伝えることができます。 
ルーブリックは科目担当教員が備忘録として作る簡単なものから、教育課程全体にまたがる重

厚長大なものまで様々です。例えば、中央大学段階別コンピテンシーは、中央大学学生の行動特性

に対するルーブリックと言えますが、詳細項目・段階を含めると約２００個の水準付き行動例で定義

されています(全学共通のものに加えて理工学部では「専門性」５項目を設けています)。このような

大きなものは授業には向きませんし、作る手間と時間を多大に要します。授業における学生の学修

成果の判定に使うルーブリックとして、まずは、「よくできている」「できている」「できていない」の３

段階を作ってみましょう。慣れてきたら、成績に相当する５段階に挑戦してみてはどうでしょうか。3そ

                                                      
3 科目に関係するルーブリックは、学生のリアクション(質問に対する答、小テスト、授業やゼミ中の行動)
に対するもの、レポートや試験答案等の学生の成果物に対するものがあります。どちらもその科目の学修

成果の現れなので、どのような水準で段階をつけるのかは、担当教員の判断に委ねられます。一方、カリ

キュラム全体としてもルーブリックを作ることがあります。これは、学位授与方針に基づく大学４年間を総

合した学習成果(卒業生は卒業時に～できる)を段階化するために策定します。本来、各科目はカリキュラ

ムにおいて何かを学生に達成させるために配置されており、その達成の程度を確認するために採点・評

価します。この観点からは、各科目で定める到達目標やその達成の程度を測るためのルーブリックは学

位授与方針やその達成を測るルーブリックと密接に関連します。自らの科目の位置付け、授業内容、評
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して、それらが中央大学段階別コンピテンシーのどの部分に対応しているか、考えてみると良いでし

ょう（ルーブリックの例については、ｐ．４５以降の巻末資料②を参照）。 
 
◆ シラバスやルーブリックはツール 

前述の通り、シラバスは学生自身に何をなすべきかを認識させる文書です。中身の記述によって

は学生を迷わせ、期待する学習成果を得ることができません。教員の自己満足ではなく、あくまでも

学生が理解し、学習行動を起こすための記述としてください。ルーブリックも同様で、何をどこまでど

のようにできるようになればよいか、という目安が曖昧模糊であれば無用の長物です。どうせ作る

のであれば、広く長く、そして、上手に使えるものを目指しましょう。毎年作り直す必要はなく、一回作

れば時代の進行と共に微修正で対応できるものや、同じ考え方で複数の科目に適用できるものが

理想的です。とはいえ、完璧なルーブリックが一夜にしてできることもまたないでしょう。教育のツー

ルとして最低限使えるものをまず作り、理想を目指して徐々に充実・高度化を目指しましょう。 
 
◆ シラバスは教育の内部質保証の重要な礎 

シラバスの PDCA とは、以下の４段階を一定の時間内に継続的に周回することです。上記でも

述べていますし、このサイクルからもわかる通り、シラバスの作成自体は輪の中の一地点に過ぎませ

ん。より良いシラバスを作ることがきっかけとなって、教員がより良い教育を実行でき、学生の学びを

促進させるだけでなく周囲の教員にも波及する、そのような好循環となることが求められています。 
１  Plan 【シラバスの作成】 

・科目の教育内容全体を可視化します。 
・学びによって学生は何をどの程度できるようになるかを示します。 
・科目の到達目標と、授業計画、評価基準、評価方法等との整合性を高めます。 

２  Do【授業の実施】 
・シラバスに沿った授業運営を行い、学生の理解度を高めます。 
・明示された評価方法に基づき学習成果が評価基準を満たしたかどうか確認します。 

３  Check【厳格な成績評価、シラバスと授業内容の整合性チェック等】 
・ルーブリック等により、評価をできるだけ客観化し、十分な精度を保ったか等、評価が適切 
に実施できたかどうか自己または他者により点検します。 

・シラバスと授業内容との整合性を確認します。 
４  Action【教育内容・方法の改善】 

・３の点検・確認を踏まえて、評価方法、評価基準、授業計画、到達目標を必要に応じて見直 
し、次期以降のシラバスや授業運営に役立ててください。 

・学部単位等の組織は、学位授与の方針を踏まえた上での教育課程編成・実施の方針との 
整合性を意識しつつ、カリキュラム（教育課程編成）の体系性・適切性について点検し、必 
要に応じて見直し、改善を行います。このとき、カリキュラムとの整合性をより高めるために 
科目担当教員に依頼があった場合、科目の到達目標や評価基準等を必要に応じて見直し 
てください。 
 
 
 
 

                                                      
価水準のカリキュラムとの整合性を定期的にご確認ください。 
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【シラバスの PDCA サイクルイメージ】 
 

 
 
 
シラバス作成（授業設計）の際のチェックポイント 

授業設計にとって、到達目標、授業の内容、成績評価基準は重要な要素であり、相互に整合性を

もたせるべきものです。まずは、以下の項目について、チェックポイントを踏まえてシラバスを作成、改

善してみましょう。 
なお、本ハンドブックには巻末資料①としてシラバスの好事例を紹介していますので、あわせてご

参照ください。 
 
１  授業の概要 

その科目では何を学び、習得するのかについて簡潔に説明します。「(教員は)～を教授す

る。」よりも「学生は～に関する知識を学び、…ができるようになる。」と、学生主語で述べる方が

良いでしょう。このとき、単位取得水準として「少なくとも…程度ができるようになる」だけでな

く、高みを目指すことを促すために「～ができる程度にまで到達することが望ましい」も併記する

ことが望まれます。 
なお、本学に学びに来る交換留学生は、来日前から科目情報を調査し、本学で履修したい

科目を探しています。前年度のシラバスは一般公開されていること、加えて、最近は Webpage
上での翻訳ツールも多数あることから、日本語記述であっても彼らに読まれる可能性があるこ

とに留意しておくと良いでしょう(もちろん、授業の概要等を和英、あるいは、科目に関連する言

語で併記することが、彼らを含む日本語を母語としない学生へのより適した情報伝達手段で

す)。 
 
２  科目目的・到達目標 

【科目目的】 
まず、当該科目のカリキュラムでの位置付けに留意してください。学位授与の方針やそれを

達成するためにある教育課程編成・実施の方針に基づき、この科目には何が期待されている

かを簡潔に述べてください。特に、先行科目で学び・習得した知識や能力をどのように活用して

                                                    

  

 

 

  

ＰＤＣＡ 

Plan 
目標設定 

Do 

実行 

Action 

改善 

Check 

点検 

教育内容・方法の改善 

シラバスの作成 

学習成果の確認（厳格な成績評価） 

シラバスと授業内容の整合性チェック等 

授業の実施 
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当該科目で学びを深め、後続科目に繋いでいくのか、学生に科目の連続性・関係性を理解さ

せる記述を含めてください。 
 
【到達目標】 

「授業の概要」に記した、「学生は～に関する知識を学び、…ができるようになる。」について、

単位修得が可能な水準を記してください。もし、この目標に到達しなければ単位が付与されな

いので、学生が(ある程度抽象的ではあっても)容易に理解できる到達目標の記述が求められ

ます。そのためには、到達目標が具体的に観察・測定可能な｢行動｣であると良いでしょう。 
 
 例：A について、B を用いて論理的に説明できる。 

C について、D の規模程度について短時間で正解を求めることができる。 
E について、前提知識を有する他者に理解可能な程度の説明を正しく行うことができる。 

     （実際のシラバスでの記載例については、ｐ．３８以降の巻末資料①を参照） 
  
３  授業計画とその内容 

授業について、各回(必須)とその一部・全部を総合したもの(必要に応じて)の内容を簡潔に

述べてください。この記述から、学生は、各回の授業に臨むにあたり自分は何をすればよいの

か、授業内容は科目の目的や達成目標とどう関係するのか、また、自らの学びを振り返って次

に繋げるための機会があるか、そのために事前事後に何をすべきなのか、を把握できるように

なっていなければなりません。このため、可能であれば学生を主語とした記述で、かつ、事前学

習の指示 4や事後学習や次回授業との繋がりが含まれていることが望まれます。体系化した記

述により、教員は当該科目へのカリキュラム上の期待を授業内容が十分満たしているか、到達

目標に含まれている知識・能力に関する学びが全て授業内容に含まれているか、を確認できま

す。5 
このように詳細に記された授業計画を学生が理解し、学習行動に繋げることが教員側の期

待です。しかし、多くの学生が授業計画に記載されている内容に価値を見出すまで、すなわち

授業計画の中に学ぶ上で重要なヒントが含まれていると理解するまでには、少し時間を要する

かもしれません。それまでは、授業計画を詳細に記した上で授業を実施することに教員は疑問

を感じるかもしれませんが、学生の行動変化を期待して教員側の準備を着実に進めましょう。 
 

４  成績評価方法 
本学のシラバスにおいて、「成績評価の方法・基準」の欄には「評価基準」と「評価方法」の

両方を含めてください。「評価基準」とは、学生がどのような内容・水準の学習成果を提示でき

                                                      
4 学生に事前学習を促すためには、当該回の知識項目だけではなく、その知識項目について何をすれば

良いのか、学生に期待する行動を示した方が良いでしょう(例えば、教科書の該当部分の練習問題を解

いて疑問点を明らかにしておく、図書館や Webpage で調査してまとめておく、調べた上で考察し賛否と

その理由を整理しておく、等)。シラバス執筆時には具体的な事前学習指示を提示することが難しくても、

授業進行に合わせて manaba 等で適宜指示することも可能です。 
5 時事問題を扱うような授業内容の場合、シラバス執筆時には題材未定の場合がよくあります。そのよう

な場合には「未定」とするのではなく、「～に関する当該年付近の時事問題について、(学生は)…を行い、

－を会得する。前年度の場合、○○を題材とした。」などのように、学生が授業内容を推測できるよう、記述

を工夫してください。 
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れば合格(単位付与)なのか、を示す目安です。後に説明がある評価方法とも関連しますが、

「最終試験で６０点」というのは評価基準としては不適切です。なぜなら、この記述からは６０点

を獲得するためにどのような知識・能力を会得していなければならないのか、を学生はもちろん

のこと他の教員や大学関係者が理解できないからです。先に述べた、科目の到達目標と整合

する測定可能な基準を(やや抽象的であっても)示す必要があります。このため学生を主語とし

て記すことが望ましいです。 
このように定義した評価基準を学生が満たしていることをどのような学習成果で確認するの

かを定めるものが、「評価方法」です。学生が評価基準を満たしていることを１種類の成果物で

確認できる場合には評価方法は１つとなります。一方、複数の成果物で確認する必要がある場

合には評価方法は複数となり、その総合評価方法も記す必要があります。例えば、論理的に学

習内容を説明できる能力を測る必要があれば筆記試験またはレポート等が評価方法として妥

当と言えますし、あることについて実際に手を動かして実現できる能力を測る必要があれば実

技試験が妥当と言え、両方が必要な場合には、科目目的や到達目標に応じた重み付けがなさ

れた総合評価を決めてください。 
例えば、【到達目標】で例示した「A について、B を用いて論理的に説明できる。」で考えてみ

ましょう。この到達目標に関して、「国内の現状に基づき正しく、かつ、複数に分類した A の長

所・短所をもとに、A の有用な応用先について B の○○と△△を用いて２つの観点から合理的

に推論できる。」としてみます。そうすると、「A について」、「B を用いて」、「論理的に説明」がそ

れぞれ少し具体的になっていませんか？  
この「推論できる」学習成果を学生が獲得したかどうかを確認するために、推論の過程や結

果が表に出る方法の中で採用するものが「評価方法」です。したがって、この例の場合には、小

論文形式の筆記試験、レポート、口述試験等、複数の評価方法が確認手段としてありえます。そ

の複数手段の中から、限られた時間の中で学習成果を適切に点検できる手段を選択してくだ

さい。一方、その評価基準を満たせるかどうか確認困難な評価方法は採るべきではありませ

ん。この観点で、「授業の出席状況を評価の一部とする」ことは、通常認められません。しかし、

「授業に出席した学生全員には毎回の授業時間中に評価基準に関する意見表明・質疑応答

の機会が必ず与えられている」等、出席状況の確認が学習成果の点検に繋がっていることを

第三者に説明できる場合もあるかもしれません。そのような場合には、「出席状況を評価の一

部とする」ではなく、「毎回の授業時間中に全員に対して実施する意見表明・質疑応答の結果

を評価の一部とする」とした方が、第三者の誤解を避けることができますし、何よりも毎回の授

業に対する学習行動を学生に促すことができるのではないでしょうか。 
繰り返し述べている通り、単位取得に必要な目標への到達度を評価基準としてシラバスに

明記する必要があります。加えて、より上位の成績を獲得するために必要な目標への到達度を

示すことができれば、それは向上心のある学生がより高みを目指す標となります。先程の例で

続けると、「地球規模の問題として正しく、かつ、複数に分類した A の長所・短所をもとに、A の

有用な応用先について B の○○と△△を用いて３つ以上の観点から合理的かつ、反論の余地

を少なくして推論できる。」とすることにより、対象の拡大と推論の質の高度化がポイントである

ことが伝わるのではないでしょうか。加えて、単位取得に至らない到達度として、「A について正

しく長所・短所を分類できていない、B の○○と△△を用いて推論していない、A の有用な応用

先について１つの観点からのみ推論している、等、評価基準を満たしていない学習成果が示さ

れている。」ではどうでしょうか？ 
そうすると、上位の成績(B 以上)の評価基準、単位取得相当(C)の評価基準、科目不合格(E)
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の評価基準の３段階を一定の方向性を保って示すことができます。これが、評価基準のルーブ

リックのもととなります。さらに、A、S の評価基準や評価方法を定めることができれば、成績評価

のルーブリックが完成します。 
成績評価のルーブリックがあれば、状況に応じた評価方法の変更も柔軟に対応できるでしょ

う。例えば、期末試験に病欠した学生に対してレポートを課す場合、学習成果の質・量の評価基

準が期末試験と同程度になるように、ルーブリックに基づいてレポートの課題内容及び採点基

準を定めることができます。一方、ある評価方法でなければ確認できない学習成果の質・量が

到達目標に関わる重大事である場合には、病欠等の学生に対しても同じ評価方法を適用する

必要があります。6例えば、評価基準に「短時間、かつ、参考資料なしに説明できる」が含まれて

おり、この観点が評価にとって本質的であれば、これを満たすことが難しいレポートは代替手段

として適切とは言えません。  
 

 
  

                                                      
6 合理的配慮を必要とする学生に対して、評価基準と評価方法を変更しなければならないのか、という

質問が時々あります。JASSO の「合理的配慮ハンドブック」

(https://www.jasso.go.jp/gakusei/tokubetsu_shien/shogai_infomation/handbook/inde

x.html )に「合理的配慮の内容が妥当かどうかの判断基準として、教育の目的・内容・評価の本質を変

えないという原則があります。」とあることから、合理的配慮の要否とその内容を決める際に、評価基準と

評価方法の本質を維持することが必要です。その本質が維持できる範囲内での柔軟な対応を学部・研

究科はお願いするかもしれません。例えば、口述試験ではなく筆談とする、試験時間の延長を認める、補

助器具の利用を認める等があり得ますが、評価基準や評価方法の本質がシラバスで確認できることが

前提です。このため、シラバスの記述だけではなく、その前提としての大学・学部等の三つの方針が具体

的であることが期待されています。 
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３． 授業運営 
 
優れた授業スタイルとは 

冒頭でも触れましたが、FD とは、教員が授業内容・方法を改善し向上させるための組織的な取

組の総称です。授業科目の担当者たる教員は、今ある授業を少しずつでも優れた授業に近づける

ために日々努力と創意工夫をしています。でも、一概に優れた授業を目指すにしても、それを担当す

る教員の認識にばらつきがあるようでは「組織的」な取組とはいえません。 
そこで、まずは各教員が目指すべきゴールである「優れた授業」とはどのようなものなのか、これ

らの授業はどのような特徴を持っているのかについて正しい認識を持つことが重要です。 
世界的な教育の質保証への要請から、｢優れた授業｣や｢効果的な教授法｣の開発に対する関心

が高まっています。米国では、１９８０年代にチッカリングとガムソンによる教授法の理論とその実践

手法に関する研究成果が『学士課程におけるよい授業実践の７つの原則』（Chickering & 
Gamson, １９８７7）にまとめられ、よりよい授業のための実践的なガイドラインとして多くの大学の

FD で利用されています。 
 この中で提唱されている７つの原則とは、以下のものです。 

１ 学生と教員が接することを奨励する 
２ 学生同士で協力して取り組む機会を増やす 
３ 学生を能動的に学習させる手法を使う 
４ 迅速なフィードバックを与える 
５ 学習に要する時間の重要性を強調する 
６ 学生に対する高い期待を伝える 
７ 多様な才能と学び方を尊重する 

この研究成果に基づけば、これら７つの原則をできるだけ多く兼ね備えた授業が優れた授業実

践と言えるでしょう。 
 

大学では、様々な形態の授業が展開されています。ここでは従来からの授業や新しい授業形態

について紹介します。 
 
◆ 教場での講義 

多数の学生を前にして一人の教員が解説を行うことが中心となる伝統的な教育方法です。少な

い教員数で多くの学生を教育できるという意味で、効果的な授業スタイルといえます。一方、個々の

学生の反応の速やかな把握が難しいため、双方向性・対話性が乏しい方法でもあります。このため、

学生の学習効果を高めるための教育の工夫の余地が少ないとの印象が持たれがちであり、FD の

対象として優先度が低くなりがちです。 
しかし、近年ではクリッカーなどの ICT ツールを授業中に活用して、学生に手を動かさせ、その反

応を見る、見せること等により、双方向・参加型の授業を展開できるようになってきました。これに、従

                                                      
7 7 つの原則の実践をサポートするために、1989 年に教員、学生、大学のためのチェックリスト

（"inventory"）が発表されている。Chickering, A., Gamson, Z. and Barsi, L. “Faculty 

Inventory”, the Seven Principle Resource Center, Winona State University, 1989. ほか。

和文による同チェックリストの紹介は、中島英博、中井俊樹（2005）「優れた授業実践のための７つの

原則に基づく 学生用・教員用・大学用チェックリスト」 『大学教育研究ジャーナル第 2 号（2005）』 

https://repo.lib.tokushima-u.ac.jp/ja/82376（最終アクセス：2020 年 3 月 30 日） 
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来からも活用されている小テストやミニレポートなどと併用すれば、学生の集中力を持続させつつ

学習効果をより高める授業の展開も可能となっています。 
もちろん、授業の性格によってその手法は様々です。画一的な方法は教育の多様性を阻害するこ

とから、これでなければならないという工夫はありません。しかし、どのような方法を教員が用いるに

せよ、教員からの知識の一方的な伝達に留まらず、学生との双方向性・対話性を確保することの意

識が大切です。 
 
◆ 演習 

比較的少人数の学生が口や手を動かし、有形無形の何らかの成果物を生み出す演習形式の授

業においては、少人数であることを生かした様々な仕掛けを用意できます。 
特に、クラスをいくつかの小集団に分け、課題を与えてグループワークを行う方法は非常に有効

です。但し、グループワークを成功させるには、明確な形で課題を与えること、必要な情報を入手す

る方法を具体的に示しておくこと、議論が迷走したり停滞したりしていないかを確認してファシリテ

ートすることが大切です。もしティーチング・アシスタント(TA)がその演習を補助している場合には、

TA に対するファシリテートの教育や指導はとても重要です。8なお、グループワークの場合、グループ

としての成果と個人としての成果を区別して評価する必要があります。 
 
◆ 実験・実習・実技 

講義などのいわゆる「座学」では様々な理論を学ぶことになりますが、これらを実際に体験するこ

とで、その理論をさらに体に沁み込ませることも重要です。実験・実習や実技においては、特定の事

象に対する検証を含めて、その実際を体験的に学習することで、それらの内容を総合的に学習する

ことが可能となります。厳密にいえば、実験、実習、実技のそれぞれに違いはありますが、実際に体を

動かして体験するという点では共通しているといえます。 
これらの授業形態では、いくつかのグループに分けてグループワークを行う、あるいは実際に技

術が体得できているかの確認を行うようなスタイルが基本になりますが、学生自らの体験と行動を

通して、学修の結果をより確実なものとするために、例えば、その時に体験した事項などを終了後な

るべく早いうちに記録に残しておくなどの工夫をすることも大切です。また、ここでも TA への教育や

指導はとても重要です。 
 
 
 
                                                      
8 例えば、問題解決型の演習の場合等では、グループワークを補助する TA には、演習の目当てを達成

するためにすべきこと、すべきでないことを認識させておくことが重要です。その際に演習の目当てを TA
に示すことができれば、理解させるためにも、すべき・すべきでない行動の例示は重要です。例えば、問題

解決手段を考案して絞り込む段階では、学生には問題の理解、意見交換への積極的参加や他者の意

見に耳を傾ける態度が求められます。その際、TA には「テーマに関して多種多様な意見を出すように学

生に促す」「相談に対して適切に助言する」ことが期待されます。一方で、「議論を主導ない」「テーマ解

決方法に対して唯一のものを提示しない(提示するなら複数例について順位を付けずに)」「チームリー

ダーとなったりメンバーの役割を決めたりしない」「高飛車な態度を学生に対してとらない」等の「べから

ず」も TA に認識させ、適切に行動させることが重要です。詳細な授業設計の成果として充実した TA
に対する指導や教育が可能となり、TA の適切な授業補助が学生の主体的な学習行動や学習成果を

引き出せるようにしましょう。 
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◆ 遠隔授業 
講義や演習など、学生と直に対峙して行う授業を「面接授業」あるいは「集合型授業」といいま

すが、これに対して、多様なメディアを高度に活用して実施する授業を「遠隔授業」または「メディア

授業」といいます。遠隔で実施する授業では、主にオンライン会議システム等を活用してリアルタイ

ムに授業を配信するスタイルや、予め収録した動画等を配信して、これに教員による補助的な指導

を加えるようなスタイルがありますが、いずれのスタイルであっても、学生との双方向性の確保に努

めて授業を実施することがとても大切です（詳細については、後述ｐ．１９以降を参照）。 
 
◆ PBL 

Project Based Learning（PBL）とは、一般的には、プロジェクトの企画・実施を課題として提示

し、学生に主体的に考えさせ、行動を導く教育スタイルを言います。そして、これを実施する際には、

グループワークやワークショップなど、学生の能動的学修を引き出すための教育手法を用いること

で、さらに効果的な学修を展開することが可能となります。 
PBL で重要な点は、学生にプロジェクトの目的は提示しますが、プロジェクトの具体的な進め方

については、教員は答えを示さず、学生が試行錯誤しながら発見していく点にあります。教員は、学

生がプロジェクトに取り組みやすい環境や条件を整備し、必要な情報を与え、成果について評価を

与えることになります。 
PBL の教育効果を上げるためには、プロジェクトのステークホルダー全員の協力が不可欠です。

プロジェクトによってはステークホルダーが学内だけでなく学外にも多数存在するため、科目の到達

目標を理解していただいた上での協力内容の調整等、通常授業とは異なる周到な準備が必要で

す。周到な準備は学生の高度なコンピテンシー(行動特性)の発現に結びつくことから、教育的な効

果は大きいと言われています。 
 
◆ サービス・ラーニング 

サービス・ラーニングとは、教育活動の一環として、一定の期間、地域のニーズ等を踏まえた社会

奉仕活動を体験することによって、それまで知識として学んできたことを実際のサービス体験に活か

し、また実際のサービス体験から自分の学問的取組や進路について新たな視野を得る教育プログ

ラムのことをいいます 9。  
サービス・ラーニングの導入は、①専門教育を通して獲得した専門的な知識・技能の現実社会で

実際に活用できる知識・技能への変化、②将来の職業について考える機会の付与、③自らの社会

的役割を意識することによる、市民として必要な資質・能力の向上、などの効果が期待できます。 
 
◆ インターンシップ 

インターンシップとは、学生が在学中に自らの専攻、将来のキャリアに関連した就業体験を行うこ

とです。大学での学修と社会での経験を結びつけ、社会に通用する知性を身につける機会として大

学でも積極的な参加を促しています。 
 なお、中央大学では、各学部が正課の授業科目として実施する｢アカデミック・インターンシップ｣と、

キャリアセンターが進路選択支援の一環として実施する｢キャリアデザイン・インターンシップ｣を、相

互に協力しながら推進しています。 
 

                                                      
9 サービス・ラーニングの定義・歴史・役割（筑波大学人間学群 Web サイト）

http://www.human.tsukuba.ac.jp/gakugun/k-pro/aboutSL/aboutSL.html 
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主体的で能動的な学びを行うための授業方法 
 
◆ アクティブ・ラーニングの定義 

アクティブ・ラーニングの定義は様々になされていますが、一般に｢教員による一方向的な講義形

式の教育とは異なり、学修者の能動的な学修への参加を取り入れた教授・学習法の総称｣とされて

います。学修者が能動的に学修することによって、認知的、倫理的、社会的能力、教養、知識、経験

を含めた汎用的能力の育成を図ります。発見学習、問題解決学習、体験学習、調査学習等が含ま

れますが、教室内でのグループディスカッション、ディベート、グループワーク等も有効なアクティブ・

ラーニングの方法です。（参考文献②中教審｢質的転換答申｣ｐ．３７） 
 
◆ アクティブ・ラーニングの一般的特徴として挙げられる点 

・学生は、授業を聴く以上のかかわりをしていること 
・情報の伝達より学生のスキルの育成に重きが置かれていること 
・学生は高次の思考（分析、総合、評価）10に関わっていること 
・学生は活動（例：読む、議論する、書く）に関与していること 
・学生が自分自身の態度や価値観を探求することに重きが置かれていること 
・認知のプロセスの外化＊を伴うこと 
 ＊問題解決のために知識を使ったり、人に話したり書いたり発表したりすること 

 
◆ アクティブ・ラーニングに期待できる教育効果の例 
○主体的・積極的・能動的な学びの展開 

  大学の授業の場合、単に座って教員の話を聞き、出された課題を暗記した知識でこなしていくだ

けでは多くのことを学ぶことはできません。アクティブ・ラーニング型の授業を実践することは、一

方向的な知識伝達から脱却するのみならず、授業の中で展開されるグループワークやディスカッ

ション、教員や他の学生との対話等の活動的なプロセスを通じて、学生自身の主体的・積極的か

つ能動的な学習への関与を効果的に引き出すことに繋がります。 
 
○学び・知識の定着 

  授業において、「講義」は重要な要素であることは言うまでもありませんが、単に授業を聴くので

はなく、学生が自身の知識やこれまでの経験と紐づけたり、思考したり、疑問を抱いたりするきっ

かけを作り、それを文章化する、あるいは発表して他者に伝えるという機会を提供することで、授

業を通じた学びや知識をより一層定着させることができます。 
 
○社会に出てから必要となる技能や態度の習得 

  アクティブ・ラーニングは、単に知識を習得するに留まらず、その学習を通じて学生が実社会に出

てから必要となる技能や態度を身に付けるうえでも有用です。例えば、グループワークやディスカ

                                                      
10 ベンジャミン・ブルーム(Benjamin Bloom)による「教育目標の分類学」(Taxonomy of Education 

Objectives)の中の「思考力」(Thinking skills)に焦点を当てた分類においては、低いレベルの思考

力と高いレベルの思考力に分けられており、それぞれ、「低次思考力」(lower order thinking skills: 

LOT)、「高次思考力」(higher order thinking skills: HOT)と呼ばれています。さらに、低次思考力

には、「記憶」(Knowledge)「理解」(Comprehension)「応用」(Application)があり、高次思考力に

は、「分析」(Analysis)「統合」(Synthesis)「評価」(Evaluation)があります。 
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ッション、プレゼンテーション等の機会を通じて、学生は他者とのコミュニケーション、チームワーク

の必要性を学ぶだけでなく、自身の考えを他者に正確に伝達するためのスキルやリーダシップ、

責任観や倫理観など、卒業後の仕事や人生に適応していくために必要な技能や態度を学ぶこと

ができます。 
 
○学習への深いアプローチ 

  大学教育において質の高い授業を提供することも重要ですが、これを担保するためには、学生に

おける学習内容の理解の質にこだわる必要があります。アクティブ・ラーニングを実践することで、

例えば、「記憶する」「文章を理解する」という表面的な学習から、「仮説を立てる」「他の問題に

当てはめる」「学習を振り返る」といった具体的な活動に取り組むことでさらに深い次元の学び

に足を踏み入れることができ、これらの活動を通じて授業での学びを深化させることが可能とな

ります。 
 
◆ アクティブ・ラーニングの課題・問題点 

アクティブ・ラーニングには、先に述べた教育効果がある一方で、以下に示すような課題も指摘さ

れています。 
 ・限られた時間で網羅できる学習内容（知識の伝達）の量が低下する。 
 ・授業の規模によって、導入のし易さ、教育効果が変化する。 
 ・評価の軸や観点を設定するのが難しい。 
 ・すべての学生が主体的・能動的に取り組むことが出来るわけではない。 
 ・授業の準備に必要な時間が増え、事実上、担当教員の負担が増える。 
 ・担当教員にアクティブ・ラーニングに対する一定の理解とスキルが必要となる。 
  

これらの課題や問題点を軽視することはできませんが、授業実施上の課題等であれば、一つの

手法のみを導入するのではなく、複数の手法を組み合わせる、あるいは授業規模によって効果的な

手法を導入するなど、実施の方法を工夫することで対応することも可能です。また、授業を実施する

教員が抱える課題であれば、公開授業や研修などの FD 活動を通じて、実践事例を知る機会を獲

得することで課題解決の糸口をつかむことも可能となるでしょう。 
ここで重要なことは、アクティブ・ラーニングと称される教育手法は、あくまで授業そのものをより

よくするためのツールの一つであることです。全ての授業でアクティブ・ラーニングを導入しなけれ

ばならないということではなく、その活用の可否も含めて、それを有用なものとしていくためには、教

員自らが工夫を凝らして授業を実践するほかありません。 
 
◆ 様々なアクティブ・ラーニングの技法例 

アクティブ・ラーニングには、講義型授業で取り入れやすいものと、演習型授業で取り入れやすい

ものがあります。教員の話が中心となる講義型授業においては主に認知的側面の成長が期待され

ています。アクティブ・ラーニングを促す教育技法としては、｢宿題（レポート等）｣｢発問・クリッカー活

用｣｢小テスト｣｢各種コミュニケーション・ツール（ミニッツペーパー、大福帳、何でも帳等）｣、｢ピア・

ティーチング｣、｢ディスカッション｣、｢プレゼンテーション｣等があります。昨今では、講義の代わりに

授業前に映像教材を視聴させ、実際の授業ではディスカッション等を中心で進行する、｢反転授業｣

も注目されています。これにより、学生に内容を理解させるだけではなく、正解のない問いに対して

自ら考えさせ、より高次な思考を促すことが期待されます。効果を上げるために重要なことは双方

向性を担保することであり、学生の発言や提出物に対して教員がフィードバックすること、あるいは
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学生同士で振り返りをさせることです。 
アクティブ・ラーニングには大規模授業・講義中心型授業でも取り入れることのできる基本的な

工夫から、徹底して学生主導型で推進する取組まで、様々技法があります。 
 
 

【アクティブ・ラーニングの技法例】 
 
受動的学習の脱却に向けて、基本的な技法・

工夫を取り入れる 
・コメントペーパー・ミニッツペーパー等の記入 
・小テスト・ミニレポートの実施 
・課題（予復習など）、課外授業（e ラーニン

グ・動画学習など） 
・クリッカー・携帯電話等の活用による授業へ

の参加 など 
話す・発表する等の活動を授業に組み込み、

主体的・能動的な活動を促して行く 
・グループワーク、ディスカッション 
・プレゼンテーション 
・体験学習 など 

学生の主体的・能動的な活動をより徹底し、学

生主導型で様々な探求・学習に取り組んでも

らう 

・協同学習・協調学習 
・PBL 
・ピアインストラクション など 

※参考文献④ 溝上慎一（２０１４）「アクティブラーニングと教授学習パラダイムの転換」 
 
 
 
 
多様なメディアを高度に利用した授業方法 
  
◆ 多様なメディアを高度に活用した授業とは 

大学における授業形態については、大学設置基準第２５条（大学院設置基準第１５条、専門職大

学院設置基準第８条）において細かく定められています。そこでは、通常の講義や演習、実験・実技

等の手法を用いる以外に、多様なメディアを高度に利用して実施することが認められており、学生

がその授業を教室以外の場所で受講することが可能となっています。 
また、多様なメディアを高度に活用した授業（以下、「遠隔授業」という。）については、上述の設

置基準とは別に次項で示す文部科学省の告示においてさらに詳細に定められています。これを実

施する際には、通常の面接授業に相当する教育効果を有すると認められるための質確保が、重要

なポイントであることに留意する必要があります。本学においては、２０２２年度以降は各学部が教授

会の下で、当該授業内容を考慮の上で選定した一部の授業科目を、「遠隔授業科目」として取り

扱っています。11 
 
 

                                                      
11 2020 年度、２０２１年度のいわゆる「オンライン授業」は例外的措置として実施されたため、法的には

従前の面接授業科目として取り扱われています。 
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◆ 授業の類型と要件 

上述のとおり、遠隔授業については、以下に示すような法令上の定めがありますが、具体的にど

のような方法での実施が想定されるのでしょうか。以下ではこれらの授業に関する類型と具体例、

その実施にあたって意識すべきポイントについて確認していきます。 
 
○ライブ型オンライン授業（テレビ会議方式等）、ハイフレックス（Hybrid-Flexible の略）型授業

（面接授業受講者とテレビ会議方式等による受講者が併存する授業）※メディア授業告示第１号 
 
【授業の例】 
  テレビ会議システムを利用して講義をリアルタイム配信し、学生は教室以外の場所（自宅を含

む）において、PC や携帯電話からインターネットに接続して受講します（ハイフレックス型授業の

場合は、一部の学生は教室で受講します）。テレビ会議システムを介して、教員と学生が互いに

映像・音声等による質疑応答や意見交換を行います。 
 
【ポイント】 

・「同時」かつ「双方向」であることが必要です。 
・ライブ型オンライン授業については、授業を行う教室等以外の教室、研究室又はこれらに準ずる

場所で実施します。 
・授業を実施するに当たっては、面接授業に近い環境で行うことが必要なため、以下のような事

項について配慮が必要です。 
   ①授業中、教員と学生が互いに映像・音声等によるやりとり 
   ②学生の教員に対する質問機会の確保 

・メディアを利用して行う授業の受信側の教室等に、必要に応じて、システムの管理・運営を行う 
補助員を配置します。また、必ずしも受信側の教室等に教員を配置する必要はありませんが、必 
要に応じてティーチング・アシスタントを配置することも有効です。 

 
 
 
 

 
平成１３年文部科学省告示第５１号（大学設置基準第２５条第２項の規定に基づく大学 
が履修させることができる授業等） ※以下「メディア授業告示」 

 
 通信衛星、光ファイバ等を用いることにより、多様なメディアを高度に利用して、文字、音声、静止画、動画等の

多様な情報を一体的に扱うもので、次に掲げるいずれかの要件を満たし、大学において、大学設置基準第２５

条第１項に規定する面接授業に相当する教育効果を有すると認めたものであること。 
１ 同時かつ双方向に行われるものであって、かつ、授業を行う教室等以外の教室、研究室又はこれらに準

ずる場所（大学設置基準第３１条第１項の規定により単位を授与する場合においては、企業の会議室等の

職場又は住居に近い場所を含む。）において履修させるもの 
２ 毎回の授業の実施に当たって、指導補助者が教室等以外の場所において学生等に対面することにより、

又は当該授業を行う教員若しくは指導補助者が当該授業の終了後速やかにインターネットその他の適切な

方法を利用することにより、設問解答、添削指導、質疑応答等による十分な指導を併せ行うものであって、か

つ、当該授業に関する学生の意見の交換の機会が確保されているもの 
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○オンデマンド型、資料配信型（インターネット配信方式等）※メディア授業告示第２号 
 
【授業の例】 
  ナレーション付きのスライド資料や講義形式の動画等を教材として e-learning システム等を準

備し、学生は教室以外の場所（自宅を含む）において、PC や携帯電話からインターネットに接続

して、随時又は期限が設定されている場合は当該期間内に受講します。学生からの課題提出や

質問の受付及び回答、学生間の意見交換等についても、インターネット等を通じて行います。質

問の受付及び回答については、よくある質問とそれに対する答えについてあらかじめ提示してお

き、それ以外の質問について担当教員又は指導補助者が回答するといった手法も考えられます。

なお、聴講の前後において、授業担当教員による説明等の指導を行う必要がありますが、こうし

た遠隔授業の一部として、MOOC 等の教育コンテンツを活用することも考えられます。 
 
【ポイント】 

・「同時」又は「双方向」である必要はありません。 
・①毎回の授業の実施に当たって、指導補助者が教室等以外の場所において学生等に対面す

ることにより、又は②当該授業を行う教員若しくは指導補助者が当該授業の終了後すみやか

にインターネットその他の適切な方法を利用することにより、設問解答、添削指導、質疑応答等

による十分な指導を併せ行う（指導は毎回の授業の実施に当たって併せ行う）ことが必要で

す。 
  ・学生が疑問をただちに提出できる環境が必要です。 
  ・当該疑問が次の講義の学修の前提となる場合には、次の講義までに、もしくは次の講義の中で 

回答する必要があります。 
・大学のホームページに掲示板を設け、学生がこれに書き込めるようにしたり、学生が自主的に 
集まり学習を行えるような学習施設を設けたりする等、当該授業に関する学生の意見交換の機 
会の確保が必要です。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

★本学における遠隔授業の類型について 
  新型コロナウイルス感染症の拡大防止策として、中央大学ではオンライン会議システムを活用した遠

隔授業の導入を行いました。授業形式の呼称は国内で一本化されてはいませんが、中央大学では、４つ

の類型を大学設置基準第２５条第２項および平成１３年文部科学省告示第５１号による分類に準拠した

形で定義をしています。遠隔授業の類型は、緊急事態への対応時などの場合において変更されることも

あるため、大学が決定した方針に沿って柔軟に対応することが求められます。 
 

メディア授業告示による分類 中央大学の分類（２０２２年度以降） 

同時双方向型（テレビ会議方式等） 

 ※メディア授業告示第１号 

①ライブ型オンライン授業 

②ハイフレックス（Hyblid-flexible）型 

オンデマンド型（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ配信方式等） 

 ※メディア授業告示第２号 

③オンデマンド型授業 

④資料配信型授業 

 

なお、中央大学では面接授業と遠隔授業の４類型で行う授業を、授業回によって適切に組み合わせ

て行う授業を「ブレンド型」科目と呼称しています。 
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◆ 授業の実施に当たり留意すべき事項 
○修得単位数の上限 

    「遠隔授業科目」に関して、当該授業によって修得した単位数については、卒業に必要な単位

数のうち６０単位までしか算入することができません（中央大学学則第３５条の６）。大学院と専

門職大学院についてはこの限りではありませんが、いずれにせよ、自身の授業をこうしたスタイル

で実施する際には、所属部局の決定に基づくことが前提です。そのため、まず所属部局に相談す

る必要があることに留意してください。 
 
○遠隔授業と面接授業の違い 

    遠隔授業については、基本的に面接授業と同様の教育効果が認められることを担保すること

が必要ですが、全授業回数のうち、どの程度メディアを活用した場合に「遠隔授業科目」として

取り扱うこととなるのでしょうか。 
これについては、「授業全体の実施方法として、主として面接授業を実施するものであり、面接

授業により得られる教育効果を有することを各大学等の判断において認められるもの」という点

が「面接授業科目」と同等の扱いを行う上で肝要です。本学においては文部科学省の考え方に

準拠し、「半数以上の授業回について、面接授業を実施すること」「すべての履修学生について、

半数以上の授業回を、面接授業を受講する機会を設けること」を面接授業科目の要件として定

義をしており、この要件を満たせない、半数を超える授業回を遠隔授業として行う場合は、「遠隔

授業科目」として取り扱うこととし、部局による選定を必須としています。 
 
○学修時間 

    遠隔授業は、教室以外の場所で実施することが可能ですが、こうしたスタイルで実施する授業

であっても、１回当たりの授業時間や単位数に必要な学修時間の考え方は、通常の講義のような

「面接授業」と同様です。そのため、シラバス等の作成に当たっても、面接授業と同様に授業回数

や学生の学修時間に配慮した授業計画の策定が必要となることに十分留意してください。 
 
○電子テキスト 

遠隔授業が普及した中で、電子テキストの需要が高まっています。電子テキストは即時的かつ

永続的に学生がテキストを入手することができ、入手しにくい書籍も多くの学生の手元にわたり、

管理も容易であるため、参考文献の提示等において効果的です。 
本学で契約している電子書籍（テキスト含）・電子ジャーナルはおおむね「CHOIS（図書館蔵

書検索）」から、契約外の電子ブック等も含めて検索する場合は、中央大学データベースリストの

うち「電子ブック」から検索することができます。教員・学生双方が学外においても VPN や学認

を通じてアクセスすることが可能です。 
学生に対しては図書館による特設オンデマンドコンテンツやゼミ・クラス単位におけるデータベ

ース説明会が開催されており、利用方法に関するフォローアップが行われています。 
一方で、日本国内における日本語テキストの電子版については普及が進んでおらず、多くのテ

キストの電子版は本学のサービス内における入手が難しくなっているため、2021 年現在は紙の

テキストが一般的です。とはいえ、海外の学術論文も含め、学生の授業理解、事前事後学習の促

進に効果的なテキストが学内リソースとして眠っている場合もあるので、まずは図書館に教材選

定のサポートを相談するのがよいでしょう。 
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○コンテンツの著作権処理 
遠隔授業を行う際には、自らその内容（コンテンツ、著作物）を作成したり、他人の作成したコ

ンテンツを利用したりすることになるでしょう。では、授業運営にあたり、インターネット上（Webex
や Zoom,manaba 等）で他人の著作物を利用する必要が生じた場合はどのように対応すれば

よいでしょうか。 
答えとしては、授業を行う者と受講する者は、授業の過程において他人が作成したコンテンツ

を利用する場合、必要と認められる限度かつ著作権者の利益を不当に害することのない範囲

で、コンテンツをインターネット上において公衆送信することが可能とされています（「改正著作権

法第 35 条運用指針 （令和 3 年（2021 年度版））」より）。 
なお、利用の要件として、著作権者への補償金の支払いが必要となりますが、2021 年度から

授業目的公衆送信補償金等管理協会（以下、SARTRAS）が管理する「授業目的公衆送信補

償金制度」の運用が開始され、本学においても本制度を利用しています。本制度は、大学が

SARTRAS に一括して補償金を支払うことにより、遠隔授業等の過程において、原則として権利

者から個別の許諾を得ることなく著作物の利用を可能とするものです（著作権法第 35 条及び

第 104 条の 11）。 
本制度を利用した教育機関は、SARTRAS に対し利用報告をすることになっています。利用報

告は期間を限定したサンプル方式により行われ、事前指定がなされますので、指定があった組織

については、利用した著作物を記録し、記録を提出する必要がある旨、留意をしてください。 
一方で、制度上利用が可能となっているとはいえ、どこまでが著作権法上において、授業に必

要な利用であると認められ、また利用が認められないコンテンツの利用方法は何か、理解をして

おく必要があります。SARTRAS に関する詳細も含め、具体的な事例については下部に示した関

連リンクを参照いただくか、または中央大学教育力研究開発機構（copyright-qa-grp@g.chuo-
u.ac.jp）までお問い合わせください。 

 
【本学で遠隔授業を実施するにあたり、著作物を利用する際の注意事項をまとめたサイト】 

専任教職員向け(教職員限定公開) 
manaba＞FD・SD コース>授業における著作物のオンライン利用 
兼任教員向け(教職員限定公開) 
manaba＞教員向けアナウンスコース>授業における著作物のオンライン利用について 

【一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会 SARTRAS】 
https://sartras.or.jp/ 
改正著作権法第 35 条運用指針（令和 3 年（2021 年度版））https://sartras.or.jp/seido/ 

【文化庁】 
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/riyohoho.html 

 
 
  

https://sartras.or.jp/
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/riyohoho.html
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アクティブ・ラーニング事例１ 
 

一般的な座学スタイルの講義におけるアクティブ・ラーニングの導入例 
－レポート・respon を介した学生とのインタラクション－ 

理工学部精密機械工学科 梅田 和昇 
 

１．はじめに 
グループワークやディスカッションが有効な講義においては、アクティブ・ラーニングの導入は容

易あるいは当然であると言えるが、大学における講義、特に本学のように学生数が多く大人数が履

修する講義の多くは、座学スタイルで知識を板書や PowerPoint で提供することが一般的（あるい

は最適）であると言えるであろう。 
そのような、アクティブ・ラーニングの導入の必要性が明確でない講義においても、ちょっとした工

夫で、アクティブ・ラーニング的な要素を導入し、学生の主体的な学びを促し、学習効果を上げるこ

とは可能であろう。特に講義時間が９０分から１００分と長くなったことで、アクティブ・ラーニングに

使える時間が増えた、時間が長くなった分何らかの工夫をすることが望ましいという２つの意味でそ

の有効性は増していると言える。 
本稿では、私が行っている講義におけるそのようなちょっとした工夫を紹介したい。 
 

２．講義の概要 
具体的に紹介する講義は、理工学部精密機械工学科３年前期に開講している計測工学 I であ

る。必修であり、１５０名程度の学生が履修する。内容は、計測という機械系（に限らず理工系のほと

んど）において基礎となる分野に関する基本的事項、具体的には、単位、誤差、計測の基礎となる概

念・原理、長さ計測などに関する知識や理論などを伝授するというものである。一般的な座学スタイ

ルで講義を行っている（図１）。 
 

３．レポートを介した学生とのインタラクティブなやりとり 
上記の講義において、私が行っているのは、毎回の講義の終わりに学生に出席簿代わりのレポ

ートを書かせ、そのレポ－トの内容に対するフィードバックを次の回に行うということ（だけ）である。こ

のレポートに対するフィードバックを、講義の最初ではなく、ちょうど中間あたりに行っているのが一

つの工夫である。９０分でもそうであったが、１００分もの間学生がずっと集中力を切らさずに講義を

聴いているのは、（余程興味の持てる内容でない限り）かなり困難であると言えよう。そこで、講義の

半ばにブレークタイムを入れ、そのタイミングでフィードバックを行っている。レポート課題は、時には

その日の講義内容に即した内容を出すこともあるが、原則として、「講義の概要あるいは感想・質問

を書く」というものである。感想・質問は広くとらえて講義と直接関係ない内容も認めていることか

ら、研究室配属方法、院進学の是非、留学に関してなど多彩な感想・質問があり、それらに対してコ

メントするということがしばしばある。また、ブレークタイムということで、雑談（留学と絡めてスリにあ

った話をしたり、中大 OB の新海誠監督の映画の話をしたり！）もすることもあるが、それらも学生の

講義への意識を高める（眠気を覚まさせる？）のに有効であると実感している。 
ちなみに、多くの学生にとって、私のコメント以上に、他の学生がどのような感想や意見を持って

いるかが参考になっているようである。 
 

４．respon による意見聴取と即時フィードバック 
時には respon によるアンケートを実施することもある。一例として、１００分１４週の導入に関する
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アンケートを行った結果を示す（図２）。第４回、第１２回と２度実施したが、導入当初は不満が多か

ったのが、慣れたこともあってか満足度がかなり上昇したことが見られる。このようなアンケートを、

ブレークタイムに行ってその場ですぐに学生に見せられるのは、教育効果上極めて有効であると感

じている。個別内容はレポートで良いが、統計情報は respon が圧倒的に便利である。 
 
 

５．おわりに 
今回紹介した講義は、基礎的で地味な内容で、かつマスプロ型であるが、幸い学生からの評価

も概ね高く、授業アンケートでも好意的な意見が書かれることが多い。これも、アクティブ・ラーニン

グ的な要素を少しでも取り入れ、学生とのインタラクションを図っていることが一因であると確信して

いる。座学スタイルの講義におけるアクティブ・ラーニング的要素の導入の一例として、参考になれ

ば幸いである。 
 

  図１  講義の様子。典型的な大人数・座学スタイルである。 

 
 
 
 

        図２  respon によるアンケート例：１００分１４週になって良かったですか？ 
上：２０１９／５／１０（第４回）、下：２０１９／７／１３（第１２回） 

 
                                                    
  

第 4 回 

 

第 12 回 
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アクティブ・ラーニング事例２ 
 

反転講義（Flipped Classroom）におけるアクティブ・ラーニングの実現 
―授業時間外の利用と講義内容理解促進のためにー 

商学部 斎藤 正武 
１．はじめに 

反転講義（Flipped Classroom）とは、学習者が、LMS（manaba 等）の授業サイトにおいて、

授業で説明していた内容のオンライン化（動画授業等）されたコンテンツを授業前に予習し、あらか

じめ自習した内容を授業中の議論や質疑によってさらに学習し理解を深める授業運営手法の一つ

で、２０００年前後からアメリカを中心に、ブレンド型学習形態の一つとして用いられている。反転講

義のメリットとして、予習動画を視聴させることで授業時間外の学習時間が確保できることや、授業

時間に自習してきた内容について質疑や議論を行うことで理解を促進することがあげられる。 
本稿では、以前に私の担当講義「情報システム設計論」における授業の工夫や実際運営する上

での課題を共有したい。 
 
２．講義の概要 

情報システムは企業活動の隅々にまで浸透しており、通常の事務処理の業務遂行は情報システ

ムなしには考えられなくなっている中で、本講義は、新しい情報インフラの活用を含めてマネジメント

を基盤とした情報システム全体の理解と具体的な構築方法を実践してもらうことを目的としている

科目である。科目の性格上、講義においては、情報システムの最新の技術的な情報を更新し続ける

と共に、現在の立場（システムベンダーかユーザか等）を検討しながら最適な意思決定をしていか

ないといけない状況を説明し、その上で課題に対してどのように検討していくべきかを学習していく

ことが求められる。 
 
３．講義受講前に予習動画視聴 

このような現状から、基礎的な情報システムの知識のみを詰め込む講義ではなく、より実践的な

議論や意思決定を学生諸君に学習してもらう意図もあり、予習動画によって基礎的な知識を醸成

したうえで、授業時間を活用し、こちらから与えるテーマについて議論してもらう反転講義を採用し

た。LMS（manaba）活用に

よって、動画視聴有無の確

認を事前に出来るので、授

業前に予習動画を確認させ

ることを徹底させることが可

能になっている。 
予習動画に使用している

予習動画は、多摩 IT センタ

ー で 利 用 可 能 で あ る

Commons（コモンズ）を利

用して講義スライドと動画を

作製している。予習動画作

成については作製する際に

は時間と手間がかかるが、

一回作製すると、マイナーチェンジするまで利用できるので、その時間を講義での討議テーマ検討
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に時間が使えることがよいと考える。 
 
４．講義でのファシリテーション 

反転講義での最大のメリットは、予習動画で学習した内容を授業時間内に理解が難しかった部

分の質疑応答やグループワークなどの議論によって理解を促進していくところにある。よって教員は、

授業内での議論を如何に活発にさせることが必要となり、講義でのテーマ設定、運営を含めたファ

シリテーションが重要である。実際の授業運営においては、６０～７０名の履修者に対して（毎時限

同じメンバーにならないように）１グループ７～８名のグループを作る。授業での手順として、予習動

画の復習をした後、議論テーマの説明を行い、各グループで議論に入る。各グループでまとめ役を

選出してもらい、以下のイメージのようなホワイトボードを利用しながら、議論をまとめてもらい、最後

グループごとの発表をしてもらう形式をとっている。 
ファシリテーションの重要なところは、学生の議論を活発にさせ、理解を促進させるところである。

ファシリテータである教員または TA は、堂々巡りの議論にならないように、各グループでの議論に

適宜介入し、コメントをする必要がある。その点において、私のコメントの質のみならず、TA への教

育も重要であることが現状の課題である。 
 

５．おわりに 
実際、反転授業をした効果が本当に現れているかについて分析（ビデオ、グループディスカッショ

ン、リアクションペーパの記述量、図解の有無、成績との相関）を行うと、グループディスカッションの

時間と成績とに中程度の正の相関（０．６５）があり、ディスカッションによって理解が促進され成績

もよくなっている。また、ビデオと成績との関係については、弱い正の相関（０．５３）があり予習ビデ

オを視聴した結果として成績に直接結びついていない結果となったが、間接的には関係がある結

果とも考察できた。 
商学部における授業参観で

の他の教員からのコメントは、

参考になった等概ね良い評価

が得られた。しかし、授業運営

上、履修人数の適正化やグル

ープディスカッションの時間の

検討、TA の教育的指導等が課

題として提示された。 
このような授業を運営を通し

て、一方通行の授業では把握

できなかった学生の言動や学

生間による関係性の向上がみ

られる。授業内議論でのテーマ

設定で苦労するが、学生の理

解度を促進する一つの方法ではないかと考える。 
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４． 学習成果と成績評価 
 
学習成果の考え方と測定方法 
 
◆ 学習成果の考え方 

中央教育審議会（２００８）「学士課程教育の構築に向けて（答申）」において提言されたことを

契機として、現在の大学教育にはその学習成果が強く求められており、単にその質を担保するだけ

でなく、その教育を受けた先にある学習成果を可視化することが大学に求められています。 
但し、ひとくちに学習成果（Learning outcomes）といっても、人によってその捉え方は様々です。

では、学習成果にはどのような考え方があるのでしょうか。 
 

（１）目標としての学習成果 
これは OECD（２００９）12にあるように、「学習者が、学習プロセスの終了後に、何を知り、理解し

ていて、また何をやってみせることが可能か期待されている」というような、目標としての意味が含

まれるものです。上述の「学士課程答申」においては、これと同義で学習成果を定義しており、教

育課程におけるコースツリーやカリキュラム・マップを通じて、各授業科目が具体的にどのような

能力を身につけることを期待されているかを可視化できます。 
 

（２）評価対象としての学習成果 
これは多くの人がよく「ラーニングアウトカムズ」という言葉で表現する学習成果のことです。具

体的には、当該授業科目で、知識や技能といった能力をどれほど獲得したかということを指して

います。ここでいう学習成果は、学習者によって獲得されるコンピテンス（知識・技能・態度）や学

習者のコンピテンシー（行動特性）のレベルによって表現されるものであり、その測定に際しては、

適切な測定方法を選択する（あるいは組み合わせる）ことが求められます。 
 
◆ 学習成果の測定方法 

それでは学習成果の測定方法としては、どのようなものがあるのでしょうか。ここでは、各科目に

おいて学生が身に付ける知識や技能等に着目し、主として「評価対象としての学習成果」の測定方

法について述べます。 
この学習成果の評価に関しては、少なくとも直接的・間接的な評価、あるいは量的・質的な評価

の観点で整理できます。 
 
（１）直接評価と間接評価 

直接評価と間接評価の違いは、評価に用いるエビデンス(根拠)の違いに拠っています。直接評

価が可能なエビデンスとは、主に学生の成果物（作品等）や学生個人のパフォーマンスなど、学

生の学習成果が形になって発現したものです。通常、この直接評価により採点がなされます。た

だ、直接的な評価では、学生が何を学び、何ができるようになったかは分かっても、何故学んだの

か、その根底にある興味や関心は知ることはできません。一方、間接評価のエビデンスとは、学生

に対するアンケート結果や卒業率などの統計的データで、これによって学生集団の学びの傾向

や経年変化を知ることができます。しかし、個々の学生が何を学び、何ができるようになったのか

                                                      
12 OECD（2009）「A Tuning-AHELO conceptual framework of expected/desired learning  
outcomes in engineering」 
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を把握できません。このため、間接評価は教育の質向上を図る PDCA サイクルの中などで主に

用いられます。教員はまず個々の学生の成績を決定した後、その年度の修得状況を把握し、必要

な見直しを行って次年度に臨みます。すなわち、組織だけでなく教員単位でも直接評価と間接評

価の双方を組み合わせる必要があります。 
 
 
（２）量的評価と質的評価 

もう一つの観点は評価に用いるデータが量的なものか質的なものかに分けられる量的評価と

質的評価です。量的評価の代表例は筆記試験でしょう。量的評価では測定や評価の客観性が

何よりも重要となります。一方、グループワーク中の学生の行動やレポートの論述を評価すること

が代表的な質的評価では、評価者の主観が必ずと言ってよいほど影響を与えます。１人の教員

が同日に短時間で評価する場合には評価の揺らぎは少なく収まるかもしれませんが、複数日に

分けて評価したり複数教員が評価したりする場合には特に、その測定あるいは評価の信頼性を

確保するために評価の揺らぎを抑える工夫が必要となります。その評価の信頼性を確保するた

めに主として用いられるのが、シラバスの章でも説明したルーブリック(水準点検表)です。13 
ルーブリックは評価の対象となる観点とその到達度(水準)からなる表で、主観的な評価の部分

をできるだけ客観性を持たせるために用いられます。もし複数の観点で評価する場合は、それぞ

れの観点に関する到達度やそれらを総合する到達度を定義する必要があります。 
ルーブリックがあれば前述の複数日に分けた評価や複数人による評価でも揺らぎが小さくな

るので、評価への信頼性が高まります。このルーブリックは採点の目安ですから、支障がなければ

予め学生にルーブリックを提示しても良いでしょう。そうすれば、学生からはピント外れな提出物

は出てこないでしょうし、採点結果について納得してもらいやすいでしょう。 
 

大学の論述試験やレポート課題の評価に際しては、担当教員の主観的な要素が多分に含まれる

ため、多面的な側面を有しています。そのため、教員は、様々な評価方法を組み合わせて、信頼性・

客観性が高い評価を行う必要があることを認識してください。 
 
 
学習成果を意識した成績評価 
 
◆ 客観的かつ厳格な成績評価を意識して 

シラバスの章でも述べた通り、成績評価は、シラバスに明記した講義のねらいに従ってどこまで

講義内容を学生が理解しているか、到達目標に学生がどこまで近づいたか、を教員だけでなく学

生自身も確認するための指標でもあります。したがって、教員は適切に成績評価を実施し、その結

果を学生にフィードバックすることで、学生に振り返り、気付き、次段階への準備を促すことが求めら

れます。もし成績評価の揺らぎが学生や年度によって大きく異なれば、評価に対して学生から得ら

れる信頼性が低下するほか、教員自身が教育を良くしようとする際に支障となりかねません。そのた

め、教員は学習成果を適切に測定する成績評価のあり方について日常的に注意を払い、機会ある

ごとに認識を深める必要があります。「量的評価と質的評価」にて述べた通り、特に、論述試験やレ

                                                      
13 ルーブリックは質的評価だけでなく量的評価でも有効活用できます。例えば、合格点やより上位の点

数を獲得できる学生とは何をどのようにどこまでできるようになったのかをルーブリックで定め、作問や

配点をその記述に整合させれば、評価基準の強化・可視化に繋がります。 
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ポート課題等の教員の主観が強く影響する評価であっても、評価の揺らぎを抑えることでより厳格

に、かつ、評価基準を説明可能にすることでより客観的になるよう、意識することをお願いします。 
 
◆ 授業内容と成績評価を整合させる授業設計 

成績評価のプロセスとしては、まず授業科目の到達目標を設定し、次にその到達目標の達成度

合いを客観的かつ厳格に把握するための評価基準・評価方法を設定し、授業で設定した評価を実

施し、その結果を学生にフィードバックする、というのが本来の流れです。評価基準は、授業計画に

従って学習して到達目標に達したかを客観的に確認できなければ正しくありません。そのため、授

業内容の具体化はもちろんですが、評価基準の具体化やそれらと到達目標との整合性確保を予め

行い、できるだけ明確にしておくことが重要です。 
これらのことは大学教員として「当たり前」ですから、改めての言及は本来不要です。しかし、実

際には、既設科目を担当することになった場合に前任者から学ばせるべき知識項目のみ引き継が

れていて到達目標や評価基準が不明確であったり、カリキュラム・マップ上の先行科目と後続科目

との関係が不明瞭のため適切な到達目標の設定が困難であったり、することが往々にしてあります。

もしかしたら、到達目標に学生が達したか判断する最適な評価方法を何らかの事情があって採用

できないかもしれません。到達目標、授業内容、厳格かつ客観的な評価を強く整合させることは一

朝一夕では難しいことが多いですが、より良い状態を目指して少しずつでも進めていきましょう。 
 
◆ 評価の実施時期・方法 

従来行われてきた期末の試験やレポートによる評価に拘らず、学習成果の適切な評価に適した

評価方法と評価時期を考慮しましょう。 
教育評価の分類として一般的に用いられるものとして、ベンジャミン・ブルームによる、診断的評

価、形成的評価、総括的評価の三類型があります。 
 
（１）診断的評価（diagnostic assessment） 

「診断」という言葉からもイメージできると思いますが、対象の学習者が何を知っていて何を知ら

ないか、その時点における学習者の基礎的能力を診断するために行われる評価のことです。レベ

ル別にクラス分けするために行うテストなどがこれに当たりますが、その用途からもわかるとおり、

基本的には授業前に行われるものが多いです。 
 
（２）形成的評価（formative assessment） 

「学習のための評価」ともいわれ、対象となる学習者の学習状況を確認し、設定されている目標

に対する学習を促すために用いられる評価です。授業でいうと、毎回の授業の最後、あるいは全

体の授業回数の中間点に実施する小テストや小レポートなどがこれに当たります。学習者が授業

内容を理解していないようであれば、フィードバックを通じて学習者が着実に学習内容を身に着

けられるようにすることを目的としていますので、主に授業やコースの途中で実施することとなりま

す。 
 
（３）総括的評価（summative assessment） 

これは授業やコースの最後など、一定の学習活動が終了した時点で、設定した学習の目標がど

のぐらい達成されたかを総括的に評価するために行うものです。学期末の試験などがこれに当

たります。この評価を通して、学習者は自身の目標の達成度合いや能力の向上を確認できます。

一方で教員にとっては、授業の内容が学習者にとって適切なものだったかを確認できます。 
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【大学における実施時期と評価方法のイメージ】 

評価方法 実施時期 特徴 

診断的評価 
全１４回の授業の履修登録前、も

しくは初回授業時に実施 
学生の前提知識や理解の程度を把握すること

で、適切な授業計画の設定が可能 

形成的評価 
全１４回の授業の途中の授業回

で行う評価（例：第５回と第１０回

の授業で実施など） 

学生は当該授業の到達目標に対する現在の理

解度を確認することが可能 
教員は学生の理解度を確認すると同時に、授業

方針・計画・難易度の修正が可能 

総括的評価 
全１４回の授業の最後の授業回

で総合的に行う評価 

学生は最終的な到達目標の達成度を確認する

ことが可能 
教員は学生の到達度の状況から、学生へのフィ

ードバックと自身の振り返りを実施 
 

このように、診断的・形成的・総括的評価はそれぞれに特徴があり、教員はこの評価方法の特徴

を踏まえて、適切な時期に評価を行う必要があります。これまでは、試験会場を確保する必要性か

ら、筆記試験を期末に行うことが多かったことは事実です。しかし、manaba 等の LMS(Learning 
Management System)や各種 ICT ツールを教員・学生双方が容易に利用できる現在では、

CBT(Computer Based Testing)を用いて小テストを実施したり、manaba のドリル機能を用いて

繰り返し問題に取り組ませたり、等、教員の負担をそれほど重くせずに評価し、学生にフィードバック

することも可能です。できるところ、やりやすいところから少しずつでも導入してはどうでしょうか。 
 
◆ 成績評価と GPA 制度 

成績評価と関連する制度として、GPA(Grade Point Average)制度がよく話題に取り挙げられま

す。この GPA 制度を実質的にするためにも厳格な成績評価の実施が前提となります。 
GPA とは、授業科目ごとの成績評価に対して GP（グレードポイント）を付し、１単位あたりの成績

の平均値を示すもので、中央大学では、５段階の成績評価 GPA 制度を導入しています。成績評価

（S・A・B・C・E）の５段階評価 14で GPA を算出、表示することで学修の到達度がより明確に示さ

れます。GPA の目的は、学生一人ひとりが自らの履修管理に責任を持ち、履修登録した科目を自

主的、意欲的に学修することです。５段階評価や GPA 制度は、外国の多くの大学が採用しており、

国際化に対応した成績評価方法です。学生が留学や大学院進学等を希望する場合には成績証明

書等への記載が必要な制度となります。 
 
  

                                                      
14 本学の成績評語は 2022 年度より、以下のとおりとしています。 

２０２２年度入学生より：  S（100～90）・A（80～89）・B（70～79）・C・（60～69）・E（0～59）・F（未受験） 

２０２1 年度以前入学生：A（100～90）・B（80～89）・C（70～79）・D・（60～69）・E（0～59）・F（未受験） 

 採点については、変更過渡期における採点事故を防ぐため、全学部・研究科において素点（2 桁の数字）で成績

の入力を行います。素点評価を行わない科目などの採点方法に関しては各事務室に問い合わせください。 
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（１）成績評価と GPA（2022 年度以降入学生） 

評価 評点 Grade Point 
成 績 証 明 書

への記載 

合格 

S ９０点以上 ４ 

総履修単位

数 と し て 分

母の計算基

礎になる 

あり 
A ８０点以上９０点未満 ３ あり 
B ７０点以上８０点未満 ２ あり 
C ６０点以上７０点未満 １ あり 

不合格 E ６０点未満 ０ なし 

評価不能 F 
未受験等により評価できな

いもの 
０ なし 

履修中止 W 
所定の期日までに履修中止

の手続をしたもの 
－ － なし 

認定 N 
認定したもの（留学中に修

得した科目のうち教授会で

認められた科目等） 
－ － あり 

 
 
（２）GPA の算出方法 

中央大学では、次の算出式で GPA を計算し、その値を成績証明書に記載します。なお、GPA
の算出基礎となる科目は「卒業要件の対象となる科目」となっています。 

 
（4×S 修得単位数＋3×A 修得単位数＋2×B 修得単位数＋1×C 修得単位数） 

 
総履修単位数（E・F を含むが、W・N は含まない） 

 
   
   学生が履修登録した科目について自覚をもって履修し、しっかり学修を行ってもらうため、GPA

には、E（不合格）・F（試験未受験等により評価できない）評価の履修単位数が分母として計算

基礎に含まれます。 
   なお、履修登録した科目について、やむを得ず途中で履修を止める場合など、所定の履修中止

期間に履修中止の手続を行った科目については、GPA 算出の対象とはなりません。 
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５． 授業アンケートの活用 
 

中央大学では、各学部・研究科における教育の実態や学生の学習状況を把握し、学生により充

実した教育を提供することを目指すために授業アンケートを実施しています。 
学生は、授業について、担当教員について、履修者（学生自身）について、総評等の観点から、授

業を７段階で評価します。さらに学部独自の設問、自由記入欄が設けられており、授業に対する学

生のニーズのみならず、学生自身の授業への関わり方の把握等、非常に貴重な役割を果たしてい

ます。 
授業アンケート結果をどのように FD 活動において活用するかについては各学部・研究科の裁量

に委ねられていますが、活用の事例として、その結果を総括した一覧表等を学生・教員に冊子ある

いは C plus を通じて公開するとともに、個々の教員に担当授業のアンケート結果をフィードバックす

るほか、アンケート結果を確認した教員から学生に対するコメントのフィードバックを行う等、これら

の取組を通じた教育改善を行っていることが挙げられます。 
また、多くの組織において、アンケート結果の分析について組織内の教員と共有し、懇談を行うこ

とに加え、総合的な満足度の高かった授業内で行われている工夫や取組例の共有・授業参観を試

みています。長期的にはアンケート結果を踏まえたシラバス改善、カリキュラム改正等、教育活動の

向上に資する活動の可能性について検討が進められています。 
 

授業アンケート 学部共通設問（２０２２年度） 
 

授
業 

①シラバス 
講義要項（シラバス）に示されていた学習目標や内容と合致していた

か 

②内容・方法 能動的に参加したくなるような授業であったか 

③難易度・理解度 この授業の内容を理解し、知識・技能等を習得できたか 

④成果・効果 この授業を通じて、自身の能力の高まりや成長につながったか 

担
当
教
員 

①話し方 担当教員の話し方は聞き取りやすく、理解しやすいものだったか 

②授業運営 
当該授業の進行速度が適切であったか 

担当教員は学生が集中できるように学習環境の維持に努めていたか 

③活用ツール 
教科書や配布・提示資料（パワーポイント・ビデオ等）は授業内容の理

解に役に立ったか 

④課題 課題（宿題、レポートの提出、予習・復習など）の量が適切であったか 

⑤フィードバック 
担当教員によるフィードバック（個別質問への応答、レポートへのコメン

ト、試験の講評など）は適切だったか 

履
修
者 

①出席率 授業の出席率 

②予習・復習 
1 回の授業に対する予習・復習（ゼミ活動や図書館/インターネット上

での情報検索時間も含む）の平均時間 

総
評 

①授業満足度 授業に対する総合的な満足度 

②自由記述 
この授業に関して、良かった点、または工夫・改善してほしいと思う点

（自由記述） 

このほか、遠隔授業形式を 1 回以上実施した科目について、利活用されたコンテンツに関して、

良かった点、工夫・改善して欲しいと思う点を自由記述で答える設問があります。 
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６． その他 
 
用語集（あいうえお順） 
 
【アカデミック・アドバイザー制度】 

専任教員がアカデミック・アドバイザーとして学生一人一人を担当し、学生の成績（GPA）や履

修状況等を考慮しながら、履修相談や学生指導を行う制度。アカデミック・アドバイザーが入学時

から卒業時まで継続的に指導する体制をとることで学生の修学指導に責任を持ち、また、きめ細や

かな学生のサポートの実現が期待される。 
 
【アセスメントテスト】 

学修到達度調査。学修成果の測定・把握の手段の一つ。ペーパーテスト等により学生の知識・能

力等を測定する方法の総称で、標準化テストとも呼ばれる。米国等で導入されている CLA、ETS 
Proficiency Profile、CAAP,ETS Major Field Tests 等がこれに当たる。 

米国で導入されているアセスメントテストは、一般に、大学内で抽出された低学年・高学年双方

の学生が受験し、その点数の推移等で大学の教育効果を把握する目的で導入されているもので

あり、学生個々人の能力を判定するものとは異なる。 
 
【アセスメントプラン（アセスメント・ポリシー）】 

学生の学修成果の評価（アセスメント）について、その目的、達成すべき質的水準及び具体的実

施方法などについて定めた学内の方針。英国では、高等教育質保証機構（QAA:Quality 
Assurance Agency for Higher Education）が中心となって質保証に関する規範（※）を策定し、

各大学が満たすべきアセスメントの質的水準や手法などについて規定している。各大学では、これ

を踏まえて学内の方針を定めている。 
 ※「英国高等教育のための質規範」(UK Quality Code for Higher Education)。２０１１年に同

規範が策定される前は、「高等教育の質及び水準保証のための実施規範」（Code of practice for 
the assurance of academic quality and standards in higher education）が同様の役割を担

っていた。 
 
【CAP 制】 

単位の過剰登録を防ぐため、１年間あるいは１学期間に履修できる単位の上限を設ける制度。我

が国の大学制度は単位制度を基本としているが、大学設置基準上１単位の授業科目は、教員が教

室等で授業を行う時間に加え、学生や予習や復習など教室外において学修する時間の合計で、標

準４５時間の学修を要する内容をもって構成することとされている。また、教育課程については各授

業科目を各年次に配当して編成するものとされている。これらを前提に、大学の卒業要件は大学に

４年以上在学し１２４単位以上を修得することとされている。 
しかしながら、学期末の試験結果のみで単位認定が行われるなどの理由から、学生が過剰な単

位登録をして、３年で安易に１２４近くの単位を修得し、結果として標準４５時間相当に満たない学

修量で単位が認定されているという現象が生じたことから、平成１１年に、大学設置基準第２７条の

２第１項として、「大学は、学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、卒業の要件と

して学生が修得すべき単位数について、学生が１年間または１学期に履修科目として登録すること

ができる単位数の上限を定めるよう努めなければならない」と規定された。 
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【カリキュラム・ツリー（履修系統図）】 
各授業科目の関連や学習の道筋などを図示したもの。カリキュラムの年次進行、授業科目間の

つながりを明示することで、学生に体系的・段階的な履修を促す意図を持つ。 
 
【カリキュラム・マップ】 

各教育組織が学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）で掲げる「備えるべき知識・能力・態度」

が、どの授業でどのように達成されるかの関係を一覧表にしたもの。カリキュラム・マップを作成する

ことにより、ディプロマ・ポリシーやカリキュラム・ポリシーと授業科目の関連性を明確化し、カリキュ

ラム全体を俯瞰することが可能となる。 
 
【クリッカー】 

学生一人一人が手のひらサイズのリモコンを持ち、講義中に出される質問に対してリモコンの番

号を押して回答するシステムで、学生の回答は瞬時に集計され、結果がグラフ等でスクリーンに映

し出される。講義者と学修者の双方向コミュニケーションを可能にするツールの一つであり、学生の

集中力を保つとともに、学生の理解度をその場で把握して授業に反映することができ、授業の質を

高めるうえで効果的な方法の一つとされている。 
 
【コースワーク／リサーチワーク】 

リサーチワークは、研究テーマについて研究指導教員の指導を受け、研究論文を執筆する一連

の研究活動を指す。一方、コースワークは、研究テーマに関連する科目や周辺領域の分野を学ぶた

めの科目など複数科目を体系的に履修することを指す。各大学は課程制大学院制度の趣旨に沿

った体系的な教育を充実させるため、リサーチワークにコースワークを適切に組み合わせた教育課

程を編成することが求められている。 
 
【質保証】 

高等教育機関が、大学設置基準等の法令に明記された最低基準としての要件や認証評価等で

設定される評価基準に対する適合性の確保に加え、自らが意図する成果の達成や関係者のニー

ズの充足といった様々な質を確保すること。「内部質保証」参照。 
 
【実務家教員】 

専任教員のうち、専攻分野における実務の経験及び高度の実務の能力を有する教員。 
専門職大学、専門職短期大学、専門職大学院では、その特性から、設置基準や「専門職大学院

に関し必要な事項について定める件（平成１５年３月３１日文部科学省告示第５３号）」により、必

置とされる専任教員には「専攻分野における概ね５年以上の実務の経験を有し、かつ、高度の実務

の能力を有する者」を一定割合以上含めることが義務付けられている。 
なお、２０２０年度から開始された国の高等教育の修学支援新制度においては、支援の対象とな

る大学の要件として「卒業に修得が必要となる単位数の１割以上について、実務経験のある教員

による授業科目が配置され、学生がそれらを履修し得る環境が整っていること」が定められている。 
 
【内部質保証】 

大学等が、自らの責任で自学の諸活動について点検・評価を行い、その結果をもとに改革・改善

に努め、それによってその質を自ら保証すること。「質保証」参照。 
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【ナンバリング】 
ナンバリング、あるいはコース・ナンバリング。授業科目に適切な番号を付し分類することで、学修

の段階や順序等を表し、教育課程の体系性を明示する仕組み。①大学内における授業科目の分

類、②複数大学間での授業科目の共通分類という二つの意味を持つ。対象とするレベル（学年等）

や学問の分類を示すことは、学生が適切な授業科目を選択する助けとなる。また、科目同士の整

理・統合と連携により教員が個々の科目の充実に注力できるといった効果も期待できる。 
 
 
【認証評価】 

学校教育法に基づいて、国公私全ての大学、短期大学、高等専門学校に対して、７年以内に１回

（専門職大学院は５年以内に１回）、文部科学大臣の認証を受けた評価機関（認証評価機関）によ

る第三者評価（認証評価）を受けることを義務付けるもの。 
 
【ルーブリック】 

米国で開発された学修評価の基準の作成方法であり、評価水準である「尺度」と、尺度を満た

した場合の「特徴の記述」で構成される。記述により達成水準等が明確化されることにより、他の手

段では困難な、パフォーマンス等の定性的な評価に向くとされ、評価者・被評価者の認識の共有、

複数の評価者による評価の標準化等のメリットがある。 
コースや授業科目、課題（レポート）などの単位で設定することができる。 
国内においても、個別の授業科目における成績評価等で活用されているが、それに留まらず組

織や機関のパフォーマンスを評価する手段とすることもでき、米国 AAC&U(Association of 
American Colleges & Universities)では複数機関間で共通に活用することが可能な指標の開

発が進められている。 
 
 
中央大学の FD 支援体制 
 

ｐ．３にあるように、本学では、２００５年に中央大学 FD 推進委員会を設置し、全学の FD 活動 
の推進を支援しています。 
 
全学的に実施している活動 
詳細は、公式 Web の FD 活動のページでご確認ください。 

URL： http://www.chuo-u.ac.jp/aboutus/efforts/fd/ 
 
・新任専任教員研修会 
  新任専任教員を対象として、年２回、本学の教育理念、教育研究活動に関する知識の共有をは

かること、本学において教育活動を展開する上で基本的に踏まえておくべき姿勢や知識を確認し

てもらうことを目的に実施しています。 
 
・英語 FD 研修会 
  英語による授業実施スキル向上を目的として、教員を対象に英語による教授法研修会を実施し

ています（夏季と春季の２回）。 
 
 
 

http://www.chuo-u.ac.jp/aboutus/efforts/fd/
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・FD・SD 講演会 
  教育の質的改善及び教育手法の向上に資することを目的として、FD と並んで SD（スタッフ・デ

ィベロップメント）の観点からも、学内の教職員を対象として、教職員を対象とした FD・SD 講演

会を実施しています。 
 
・授業参観制度 

（１）他の教員の授業を参観し、教授法や教材等について優れた取組を各自が見出し、自分の

授業に取り入れていくことで、授業の改善に繋げること、（２）自分の授業について、他の教員か

らのアドバイスを仰ぐことで、授業の改善に繋げることを目的に授業参観を実施。実施方法につ

いては、各学部・研究科においてそれぞれ定めています。 
 
・JPFF 実践的 FD プログラム 
  新任教員全員と希望の専任教員を対象とした FD に関するオンデマンド研修です。全国私立大

学 FD 連携フォーラム（JPFF）が提供している｢実践的 FD プログラム｣について、視聴すること

が可能です。  URL： http://www.fd-forum.org/fd-forum/ 

 

・manaba「FD・SD コース」 

  本学の LMS である manaba において、教職員向けに FD・SD に関するコンテンツを蓄積した

コースを設けています。ここでは、過去の FD・SD 講演会の実施映像や資料、過去の新任教員向

けの研修映像・資料をアーカイブ化しているほか、各学部において実施された FD 研修会の映

像、とりわけオンライン授業のグッドプラクティスやツールの利活用に関する有益な情報を集約し、

FD 活動に資するための掲示板に近い役割を担っています。専任教職員（中学・高校教員含む）

は全員アクセス可能な環境にありますので、是非ご活用ください。 

 

    

コースニュースにて、講演会実施情報な

ど最新の情報をお知らせします。 

各学部・研究科における FD の取

り組みを一部共有しています。 
過去の FD・SD 講演会映像や資
料をアーカイブ化しています。 
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巻末資料① シラバスの好事例 

 

＜経済学部「マルクス経済学」（担当教員：佐藤拓也）＞※抜粋 
👍👍Point👍👍 ［学部ポリシーとの整合性］ 

「履修条件・関連科目」が詳細に記載されていることにより学生の体系的な科目履修が促されて

いるほか、「授業の概要」においてはディプロマ・ポリシー（学位授与方針）における当該科目の位

置付けが分かりやすく示されており、ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシーとの整合性・一貫

性に配慮した内容となっている。 

科目ナンバ― 

EC205 

履修条件・関連科目等 

直接の応用科目として「独占資本主義論」（EC305）を履修することが望ましい。他に、「マルクス経済学」を基礎と

した発展科目として「金融論 I」（FF206I）、「財政学」（FF205）、「社会政策」（SL205）などの履修を推奨する。

また、異なる経済理論を比較して学ぶという観点から「基礎マクロ経済学」（EC101）、「基礎ミクロ経済学」

（EC102）の知識を適宜思い出しながら履修するとよい。 

授業の概要 

＜学位授与方針と当該授業科目の関連＞  

この科目は、現実把握力（経済学の専門知識及び社会・人文・自然科学の知識教養に裏付けられた広い視野に立

った柔軟な知性に基づき、現実の経済現象を的確に把握することができる）の修得に関わる科目です。  

＜概要＞  

 マルクス経済学は、マルクスの『資本論』という著書名からも分かるように、資本主義での経済生活を理解するた

めの経済学です。  

 なぜおカネでモノやサービスが買えるのでしょうか。なぜ学生は卒業すると就職しなければならないのでしょうか。

技術革新や IT 化、AI が拡大すると何が起こるのでしょうか。なぜ、景気の波が生じ不況が避けられないのでしょう

か。一握りの人々に富が集中し、他方で学費を払うのも困難な人々が大量に発生するのはなぜなのでしょうか。  

 マルクス経済学は、こうした具体的な諸現象や諸問題を、人々の心理や感情、幸運や不運、熱心さや怠惰といった

問題としてではなく、理論的・歴史的に分析し、その対案を提示できるところに、その強みがあります。同時に、こうし

た諸問題が生じるのは、資本主義経済や市場がうまく機能していないからなのではなく、むしろこれらが順調に働い

ているからこそ生じると捉えるところに、その大きな特徴があります。   

 したがって、その基本的な考え方を身につけて、現代の資本主義社会での具体的な諸問題を念頭において「マル

クス経済学だったらこう分析するのではないか」と自分で考えられるようになることを目指したいと思います。  

 

オンライン授業または部分的に面接授業を取り入れたハイブリッド型授業を実施する場合には、時間割指定時間帯

での「双方向授業」を原則とします。必要に応じて授業を録画し、後の視聴が可能にする予定です。 

科目目的 

資本主義経済の基本的な仕組み、すなわち資本主義の運動法則の基礎を理解することを目的とします。このこと

は、現代の資本主義において生じている諸問題、すなわち市場競争、価格の変動、貨幣や通貨の問題、企業活動、

技術革新、雇用や労働時間、賃金、好況と不況といった具体的な経済問題を捉えるための、最も基礎的な理論を理

解することでもあります。マルクス経済学を基礎にして、これらの諸問題の本質が何であるのかを理解できるように

なることが、この科目の目的です。 
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到達目標 

上記の目的の達成のために、具体的には以下の目標を設定します。  

（１）マルクス経済学の基礎が理解できる  

（２）マルクス経済学と他の経済学との関連がわかるようになる  

（３）マルクス経済学で現代社会を見る基礎的な見方が身に付く 

 

授業計画と内容 

第１回 イントロダクション  

第２回 序章 マルクス経済学とその考え方（1）：人間の経済生活  

第３回 序章 マルクス経済学とその考え方（2）：歴史の発展と社会の区分  

第４回 第 1 章 商品（1）：商品とはなにか  

第５回 第 1 章 商品（2）：使用価値と交換価値（価格）商品の価値  

第６回 第 1 章 商品（3）：価値法則、商品生産労働の二重性、生産性  

第７回 第 2 章 貨幣（1）：商品の価値形態または交換価値―貨幣の必然性その１―  

第８回 第 2 章 貨幣（2）：交換過程とその矛盾－貨幣の必然性その２  

第９回 第 2 章 貨幣（3）：貨幣の機能（①価値尺度、②流通手段）  

第 10 回 第 2 章 貨幣（4）：貨幣の機能（③蓄蔵貨幣、④支払手段）  

第 11 回 第 2 章 貨幣（5）：貨幣の機能（⑤世界貨幣）、不換銀行券、インフレとデフレ  

第 12 回 第 3 章 資本主義的生産（1）資本主義的生産のしくみと特質  

第 13 回 第 3 章 資本主義的生産（2）不変資本と可変資本、必要労働と剰余労働  

第 14 回 第 4 章 剰余価値の増大（1）：絶対的および相対的剰余価値の生産  

第 15 回 第 4 章 剰余価値の増大（2）：特別剰余価値の生産（競争と技術革新）  

第 16 回 第 4 章 剰余価値の増大（3）：生産性上昇と実質賃金上昇・労働日短縮、資本制的生産方法の発展  

第 17 回 中間試験  

第 18 回 第 5 章 賃金（1）：労働力の価値と賃金、時間賃金（時給制と長時間労働）  

第 19 回 第 5 章 賃金（2）：出来高賃金（成果主義と長時間労働）  

第 20 回 第 6 章 資本主義的蓄積（1）：単純再生産と拡大再生産  

第 21 回 第 6 章 資本主義的蓄積（2）：資本蓄積と相対的過剰人口（経済成長と雇用抑制）  

第 22 回 第 6 章 資本主義的蓄積（3）：産業予備軍効果、資本主義的蓄積と歴史的傾向  

第 23 回 第 7 章 社会的総資本の再生産と流通（1）単純再生産表式  

第 24 回 第 7 章 社会的総資本の再生産と流通（2）拡大再生産表式  

第 25 回 第 8 章 利潤（1）：剰余価値の利潤への転化、平均利潤と生産価格  

第 26 回 第 8 章 利潤（2）：生産価格と市場価格、部門間競争と部門内競争  

第 27 回 第 8 章 利潤（3）：利潤率の傾向的低落（資本主義的蓄積の矛盾）  

第 28 回 第 9 章 商業資本と商業利潤、銀行と利子、株式会社と配当、講義のまとめ  

 

※都合により変更する場合もありますので予め了解願います。  

※授業時間内の 20 分程度は respon を利用した確認問題やコメント提出、質疑応答などを実施する予定です。 

授業時間外の学修の内容 

指定したテキストやレジュメを事前に読み込むこと,授業終了後の課題提出,その他 

授業時間外の学修の内容（その他の内容等） 

・テキストの指定個所（毎回のレジュメに範囲を明記します）を各自熟読し、講義の理解を深めて下さい。 

・manaba で、講義用プリントを予めダウンロードし事前に目を通しておいて下さい。 

・授業中に実施した課題（特に問題演習）は、中間・期末試験の予想問題にもなりますので、必ず復習しておいて下

さい。 
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授業時間外の学修に必要な時間数／週 

・毎週１回の授業が半期（前期または後期）または通年で完結するもの。１週間あたり４時間の学修を基本とします。  

・毎週２回の授業が半期（前期または後期）で完結するもの。１週間あたり８時間の学修を基本とします。 

成績評価の方法・基準 

  

成績評価の方法・基準（備考） 

上記の他に任意提出のレポートを実施予定（最大 15 点加点） 

課題や試験のフィードバック方法 

授業時間内で講評・解説の時間を設ける,授業時間に限らず、manaba でフィードバックを行う,その他 

課題や試験のフィードバック方法（その他の内容等） 

①respon を通じて提出された意見と確認テストは、授業中にいくつか紹介したうえでリプライします。また解法につ

いても授業中に説明します。  

②中間試験は、実施後にポイントを解説します。 

アクティブ・ラーニングの実施内容 

その他 

アクティブ・ラーニングの実施内容（その他の内容等） 

・授業のなかで respon により課題や見解を提出してもらいます。これを授業中に紹介し、教員がそれに対してリプ

ライをし、さらに他の受講生からもコメントを求めるなど、双方向の授業を行います。  

・respon で実施する課題は、中間・期末試験の予想問題・練習問題にもなりますので、主体的に参加し、授業内で

理解するよう努めて下さい。 

授業における ICT の活用方法 

タブレット端末,その他 

授業における ICT の活用方法（その他の内容等） 

・上記の通り respon を利用して双方向の授業を行いますので、PC、タブレット、スマートフォンなどを持参してくださ

い。  

・オンライン授業または部分的に面接授業を取り入れたハイブリッド型授業を実施する場合には、時間割指定時間

帯での「双方向授業」を原則とします。必要に応じて授業を録画し、後の視聴を可能にする予定です。 

授業における ICT の活用方法 

タブレット端末,その他 
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テキスト・参考文献等 

・テキスト 一井昭『ポリティカル・エコノミー：『資本論』から現代へ』桜井書店、2009 年 

・他に講義用プリント（レジュメおよび資料）を配布します。 

 

・参考文献は下記の他、適宜紹介します。 

マルクス『資本論』新日本出版社版，岩波文庫版，大月書店版など 

鶴田満彦『現代政治経済学の理論』青木書店  

常盤政治・井村喜代子・北原勇・飯田裕康『経済原論』有斐閣 

増田壽男・沢田幸治編『現代経済と経済学［新版］』有斐閣 

相田慎一『経済原論入門』ナカニシヤ出版 

富塚良三『経済原論』有斐閣大学双書 

鶴田満彦編『入門経済学』有斐閣新書 

置塩信雄・鶴田満彦・米田康彦『経済学』大月書店 

大谷禎之介『社会経済学』桜井書店 

増田壽男・沢田幸治編『現代経済と経済学〔新版〕』有斐閣ブックス 

平井規之・北川和彦・滝田和夫『経済原論』有斐閣 S シリーズ 

大石雄爾編『労働価値論の挑戦』大月書店 

宮本悟・八田幸二・益永淳・佐藤拓也・武田勝『攻略！！日本経済』学文社 

八田幸二・佐藤拓也・武田勝『攻略！！日本経済 改訂版』学文社 

支えあう社会研究会編『資本主義を改革する経済政策』かもがわ出版 

その他特記事項 

・私語は他人の授業を受ける機会を妨げる不公正な行為であり、かつ飛沫感染のリスクを高めるので、厳しく注意し

ます。  

・respon を授業中に利用しますので、スマートフォンやノート PC、タブレットなどを持参して下さい。 

・manaba を利用します。リマインダーを受け取れるように、email アドレスを登録しておいて下さい。 
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＜理工学部「数値計算２」（担当教員：牧野光則）＞※抜粋 

👍👍Point👍👍  ［学習成果の可視化］ 

「成績評価の方法・基準」が明確に示されていることに加え、「授業計画・内容」の項目にはレポー

ト課題を課すタイミングなどが明記されていることにより、授業受講から単位修得に至るまでの道筋

がイメージしやすくなっている。また、シラバスに加えて、レポート課題の「採点の目安」を出題時に学

生に開示しており、成績評価の厳格化や学生自身の学習成果の可視化に資する工夫がなされて

いる。 

 
 

履修条件・関連科目等 

 「数値計算１」の知識は本講義に特に重要である。また、出題される課題の多くはプログラミングを伴うため、プロ

グラミングに関する科目などで体得した知識・経験を十分に生かすことが求められる。 

授業の概要 

 時間経過と共に状態が変動する連続システムを、コンピュータを用いて解析するための知識・手法について講義す

る。はじめに、基礎となる補間、微分などについて述べる。続いて非線形方程式や微分方程式で記述されるシステム

を解析するためのさまざまな手法、および、非線形システム特有の事象について講義する。 

科目目的 

 連続システム及び関連する離散システムに関する数値計算技術の中核を修得する。 

到達目標 

・方程式にモデル化された連続システムに対して、適切な手法を選択しコンピュータを用いて解析できる  

・現実のシステムとモデル化されたシステムとの違いを理解し、説明できる 

授業計画と内容 

2021 年度は対面授業で実施予定だが、社会状況によっては変更の可能性がある。  

第 1 回 数値計算概観  

第 2 回 補間  

第 3 回 差分と微分  

第 4 回 数値積分  

第 5 回 縮小写像原理と不動点問題  

第 6 回 Newton-Raphson 法による非線形方程式の求解(1)1 次元  

第 7 回 Newton-Raphson 法による非線形方程式の求解(2)多次元  

    ※2 次元非線形方程式の Newton-Raphson 法における、初期値と収束値の関係とを考察する、プログラミ

ングを伴う課題(レポート)を出題する。  

第 8 回 簡易 Newton 法、広義 Newton 法、緩和法による非線形方程式の求解  

第 9 回 常微分方程式の求解(1)Euler 法、Runge-Kutta 法  

第 10 回 常微分方程式の求解(2)差分、Galerkin 法  

第 11 回 状態遷移による常微分方程式の解析、流れの可視化  

第 12 回 ホモトピー法による非線形方程式の求解  

    ※1 次元非線形方程式のホモトピー法における、初期値と収束値との関係を考察する、プログラミングを伴う

課題(レポート)を出題する。  

第 13 回 カオス(予測不可能、初期値鋭敏性とは、方程式の求解との関係) 、フラクタル(自己相似、非整数次元と

は)  
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    ※初期値鋭敏性を有する式の初期値と収束値の周期との関係を考察する、プログラミングを伴う課題(レポー

ト)を出題する。  

第 14 回 偏微分方程式の求解、区間演算、総括  

 

 進行状況によって変更する場合がある。また、原則として各回に小問題（講義終了直後または数日後に提出）を出

題する。 

授業時間外の学修の内容 

 指定したテキストやレジュメを事前に読み込むこと,授業終了後の課題提出 

授業時間外の学修の内容（その他の内容等） 

授業前には教科書や事前に配布される講義資料に目を通し、講義内容の概要の理解に努めること。この際、主要

キーワードの事前調査や授業中に確認したい項目の整理等をしておくこと。授業後には学習内容を振り返り、未確

認事項がないように、かつ、さらに生じた疑問を解決するよう追加学習をした上で、小問題に取り組むこと。  

プログラミングを伴う課題(レポート)を出題するので、他科目で習得したプログラミング技能を高めておくこと。 

成績評価の方法・基準 

 

 
 

成績評価の方法・基準（備考） 

  解答期限を厳守すること。計 3 回のレポートに未提出分がある場合には履修放棄とみなし、提出済みのレポート

の評価に関わらず本科目不合格とするので注意すること。  

 なお、病欠・教育実習・留学など正当と認められる理由による期限外提出は受理するので、合理的な期間内（教育

実習など予め計画されているものは、その期間の前、病欠などの場合には通学可能となった直後）に根拠を付して

申し出ること。 

課題や試験のフィードバック方法 

 授業時間内で講評・解説の時間を設ける,授業時間に限らず、manaba でフィードバックを行う 

アクティブ・ラーニングの実施内容 

 反転授業（教室の中で行う授業学習と課題などの授業外学習を入れ替えた学習形式）,ディスカッション、ディベ

ート,グループワーク 

アクティブ・ラーニングの実施内容（その他の内容等） 

 一部内容を反転形式で行う予定がある(OATube による授業関連映像の事前視聴を前提に、授業中のディスカ

ッション、グループワーク)。 

授業における ICT の活用方法（その他の内容等） 

 必要に応じて，Webex ミーティング，OATube、Google 共有ドライブ，Google クラスルーム，SNS 等コミュニケー

ションツールを用いて双方向型の学び及び自主学習支援を実施する．具体的にはその都度指示する． 
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テキスト・参考文献等 

 教科書は指定しないが、以下の参考書で授業の多くの部分がカバーされている。 

 大石進一著「非線形解析入門」（コロナ社）、杉原正顕、室田一雄著「数値計算法の数理」（岩波書店） 

その他特記事項 

 資料の配布ならびに課題(レポート)出題、解答提出は全て manaba にて行う。初回講義から利用するので、履修

登録を事前に済ませておくこと。 

 

 

【参考】レポート出題時に学生に開示している「採点の目安」 

 

※全てのレポートで 60 点以上獲得した場合に単位が付与される(1 通のレポートで不合格となった場合、当該部

分の知識・能力項目の到達目標への達成を確認できないため)。 

※学生には出題と同時に「採点の目安」としてルーブリックを開示している。 

※ある分野の数値計算に関するプログラムを自作し、2 つの問題に取り組み、それらの結果の比較も含めて考察す

ることが課題内容。加点要素として、取り組まなくてもよい問題を含む。 

 

[100 点] 

2 問共に、解答(図示・説明)が的確、かつ、卓越している(他の学生に対する模範となり得る)(問 2 の加点要素に対

して的確に解答した場合を含む)。 

[90 点] 

2 問共に、解答(図示・説明)が的確であり、かつ、1 問の解答が卓越している(他の学生に対する模範となり得

る) )(問 2 の加点要素に対して的確に解答した場合を含む)。 

[85 点] 

2 問共に、解答(図示・説明)が的確である。 

[75 点] 

2 問のうち、1 問の解答に不備がある(図が正しく提示されていない、考察が不十分または冗長、など)。 

[65 点] 

2 問共に、解答に不備があるが一応の体裁が整っている(図が正しく提示されていない、考察が不十分または冗

長、など)。 

[不合格] 

2 問のうち、少なくとも 1 問の解答に誤りがある(指示された形式で図を作成していない、考察に明確な誤りがあ

る、など)。 
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巻末資料② ルーブリックを用いた評価基準の事例 

 
＜理工学部情報工学科「卒業研究Ⅱ」＞ 

＜作成者による解説＞  

理工学部情報工学科では、卒業研究の I、II への分割(通年科目から半年×2 科目化)に伴い、評

価基準をルーブリックで作成し、指導教員全員で共有する他、シラバスへの掲載(D 判定の部分)、

manaba を通じた履修生への周知(A-E 判定全て)を行っている。このルーブリックを用いることに

より、「卓越」と指導教員が判断し、他教員に説明可能な状況の学生が A 判定となる(申し合わせ

により、A、D、E 判定の場合には必ずその根拠を記すこととなっている)ことから、多くの学生は B ま

たは C 判定で単位を修得している。ルーブリック導入と評価の厳格化・客観化推進により、所属研

究室による成績の揺らぎが少なくなっている。 

 
2019 年度理工学部情報工学科「卒業研究 II」の総括的評価基準 

 

※各内容は学生の行動や成果に基づく「形成的評価」に分割可能 

A 判定【卓越行動】 

ゼミにほぼ毎回出席し、調査や発表を質・量共に高水準に行っている。ゼミ以外(学科主催の講習会等も含む)に

も自主的・積極的に研究に取り組んでいる。卒業論文では、高い記述力や論理力を基盤として、研究の背景・目的・

手段・特徴・評価考察等を高い水準で記している。発表では自らの研究の背景・目的・手段・特徴・評価考察等を正

しくかつ効果的に発表し、質疑応答も的確に行っている。全体を通じて卓越した研究活動であり、他の学生の模範と

なり得る。 

B 判定【独自行動】 

ゼミの欠席は限定的であり、調査や発表を指導教授の指示以上の水準で行っている。ゼミ以外にもある程度自

主的・積極的に研究に取り組んでいるが、他の学生の模範となるほどではない。卒業論文では、正しい記述力や論

理力を基盤として、研究の背景・目的・手段・特徴・評価考察等について自らの考えを整然と述べている。発表では

自らの研究の背景・目的・手段・特徴・評価考察等を正しく発表し、質疑応答も的確に行っている。全体を通じて良

好な研究活動であり、卓越とはいえないものの、他の学生に対してこの程度は行ってほしいという基準になり得る。 

C 判定【自主的行動】 

ゼミに概ね出席し、調査や発表を指導教授の指示と同等かそれ以上の水準で行っている。ゼミ以外の研究は自

主性が見られるが、指示内容を大きく超えるものではない。卒業論文では、研究の背景・目的・手段・特徴・評価考

察等を正しく述べ、かつ、自らの考えを論理的に記している。発表では自らの研究の背景・目的・手段・特徴・評価考

察等を正しく述べ、質疑応答も概ね的確に行っている。 

D 判定【指示待ち行動】 

ゼミに概ね出席し、調査や発表を質・量共に指導教授の指示を概ね守って行っている。また、ゼミ以外の研究を指

示された程度に行っている。卒業論文では、必要最小限の研究の背景・目的・手段・特徴・評価考察等について通

常の記述力・論理力で記している。発表では自らの研究背景・目的・手段・特徴・評価考察等を一通り述べている

が、それほど明確・論理的ではなく、かつ、質疑応答への対応も若干的確さに欠ける。全体を通じて、指示された範

囲を超えない研究活動であり、他の学生への開示はすべきではない。 

E 判定【問題行動】 

ゼミへ欠席が多く、欠席理由も判然としない。ゼミでの調査・発表やゼミ以外での研究活動では指導教授の指示

を守れず、結果として他の学生に悪影響を与えかねない。卒業論文では、求められている内容の量(研究の背景・目

的・手段・特徴・評価考察等)と質を満たせず、発表や質疑応答では的確さに大いに欠ける。全体を通じて低調ある

いは誤りが多い研究活動である。 
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＜文学部「学校臨床心理学」＞ 
＜作成者による解説＞  

以前より学生のレポートをどう評価するか評価基準で迷うことが多く、その課題を解消すべく、参考

書籍などを見ながらルーブリックを用いた評価基準を作成した。試行錯誤を重ねつつ、２～３年前

から各評価の項目欄に「最高『文句なし！』（A）」や「合格圏『がんばりました』（Ｃ）」などと学生に

分かりやすい表現を盛り込むなど、学生と評価者の双方が理解しやすい表となるよう適宜改善を

図っている。 

 

 
  

最高「文句なし！」（A）
優秀「よくできています」

（B）
合格圏「がんばりました」

(Ｃ）
もう少し「もうチョイ！」

（D）
まだまだ「どうした？」

（E）
判定不能

（F）

ア：授業参加

授業に毎回休み無く出
席し、授業をよく聴き、内
容を十分に理解している
（必須要件：原則15回
全出席）

授業にほぼ毎回出席し、授
業をだいたい聴き取り、内
容について概ね理解して
いる（必須要件：原則欠席
１回以下）

授業に出席しても、授業
を聴いている様子が少な
く、内容の理解もおぼつ
かない

授業出席が少なく、出
席しても授業への関与
度が著しく低い。内容理
解は不十分

授業にはほとんど出席
がなく、積極的に受講し
ている姿勢が見受けら
れない

判断不能
（例：理由
不明の全
欠席）

イ：レポート（内
容面①：課題の
理解力）

レポート課題をよく理解
し、必要な文献渉猟や資
料理解を十分行った上
で、内容面に存分に活か
している（所定数以上の
文献を正しく引用してい
ることを含む）

レポート課題を理解し、文
献渉猟や資料理解もほぼ
問題なく、これを課題に反
映させている（所定数以上
の文献を正しく引用してい
ることを含む）

レポート課題の理解が十
分ではないものの、なん
とか執筆した様子が見受
けられ、最低限の課題遂
行を示した（所定数以上
の文献を正しく引用して
いることを含む）

レポート課題の理解が
ほとんどできずに、課題
内容にもあまり反映さ
れていない

レポート課題の理解が
まったくできないまま、
意味不明な文章を書い
た

レポート未
提出により
判断不能

ウ：レポート（内
容面②：学校臨
床心理学への理
解）

学校臨床心理学を多面
的で十分に捉えるだけ
でなく、さまざまな問題と
のかかわりの中で、本
テーマを多面的に考察す
ることができている

学校臨床心理学ををほぼ
理解し、多少の不十分さが
あっても、なるべく多面的
な理解を行う努力をレポー
トに反映させて、考察して
いる

学校臨床心理学への理
解が十分とは思われず、
さまざまな多面性との関
連も明確にはならないも
のの、考察は一応書かれ
ている。また努力は明ら
かである

学校臨床心理学への理
解がほとんど無く、授業
での内容をあまり理解
できていない。考察も表
層的（例：感想が多
い）。また努力もあまり
示したとは感じられない

学校臨床心理学という
語義そのものを理解で
きず、授業で取り上げた
テーマとの関連もまった
く不明確。考察も意味
が不明。努力の跡もまっ
たく感じられない

レポート未
提出により
判断不能

エ：レポート（文
章の明確さ）

極めてわかりやすい文体
で、誰が読んでも理解し
やすく、かつ、受講生自
身の表現したいことを十
分に書くことができてい
る

わかりやすい文体で、読み
やすく、受講生の表現した
いことをほぼ書けていると
みられる

文章としての表現力は多
少劣るが、決して読めな
いわけではない。ただもう
少し努力すると、よい文章
になる可能性を秘めてい
る

大学生としての文章力
より劣り、何を言いたい
のか、書いている内容
が読み手にはあまり伝
わらない

書くという行為が読み
手を前提としておらず、
文章がまったく意味不
明で支離滅裂になって
いる

レポート未
提出により
判断不能

オ：レポート（様
式・形式・日本語
表現（である調、
段落構成、誤字
脱字等）

必要な様式・書式・形式
を完全に具備している
（引用文献の記載方法、
タイトル、その他、課題提
示時に指示した点をすべ
て具備した上で）

書式・形式面での問題は
少なく、要素を満たしてい
る（基本的に誤字脱字も
含めて大きなミスは見当た
らない）

引用文献の記載が不十
分だったり、書式・形式面
で多少の不備がある（誤
字脱字、引用ミス等も含
め、あらゆる面で１～２個
のミスあり）

書式・形式面での注意
点をほとんど無視した
書き方である（誤字脱
字、引用ミス等も含め、
あらゆる面で３個以上
のミスあり）

様式・形式とはどういう
ことが、理解できていな
いと思われる

レポート未
提出により
判断不能

（ア～オの各点について）

学校臨床心理学：2020年度 レポート評価基準

Ａ＝４　　Ｂ＝３　　Ｃ＝２　　Ｄ＝１　　Ｅ＝０        （Ｆ評価は０点相当）

レポート評価方法：ア～オの５つの評価基準の単純平均で判断する。
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＜全学連携教育機構「専門インターンシップ」＞ 
＜作成者による解説＞  

「Global LEAP プログラム」および「グローバル FLP プログラム」の履修生が履修できる「専門イ

ンターンシップ」は、海外の特定の企業・機関、もしくは特定分野に関わる複数企業・機関にて、2 週

間以上のインターンシップ学修を行う。実習中の学生の評価については、このルーブリック表を使用

し、企業・機関から見た学生の評価を記入いただくこととなっている。この表を履修学生に周知する

ことで、グローバル・プロフェッショナルを目指す学生が、学ぶべき知識、身につけるべきスキル、海

外で通用するための姿勢(態度)について、自ら目標を設定することを促している。 

 
 

評価基準 
非常に優れている 

3 

優れている 

2 

普通 

1 

劣っている 

0 

1. 異文化、社

会・諸制度

の違いへの

対応 

異文化の人々に対して、

自ら交流を深めようと行

動を起こすことが出来

る。文化の違う人々をす

ぐに判断することはせず、

理解を示すことが出来

る。 

異文化の人々と交 

流を取る努力を始 

めている。相手を 

すぐに判断しない 

努力をしている。 

他者を受け入れる

姿勢を持っている。

他者との関わりの

中で、判断を保留す

ることが難しい。 

異文化の人々と交流

を持つことが出来な

い。自己判断を保留

することが出来ず、そ

れに対する認識もし

ていない。 

2. 疑問点を質

問し、指導を

受ける態度 

頻繁に業務に関連する

質問をし、新たな情報を

探し出せる。また、常に失

敗に対する責任をとる姿

勢を持っている。 

ほとんどの場合に

おいて、業務に関

連する質問を投

げかけ、新たな情

報を得ることが出

来る。多くの場

合、失敗の責任を

取る姿勢を持って

いる。 

少しだけ質問するこ

とがある。自らの失

敗を認識しようとす

る姿勢は見えず、改

善に必要な変化を

受け入れることがで

きない。 

質問は無く、新しいコ

ンセプトを理解するこ

とは出来ない。自分の

失敗を認識できず、

変化や改善を受け入

れることも出来ない。 

3. 他人との連

携協働 

同僚とのやり取りに優れ

ていて、問題を管理、解

決することができる。 

同僚との交流に

おいて、ふさわし

い態度をとること

ができる。 

同僚との関わり、交

流を持とうとする姿

勢は少しだけ見ら

れた。 

同僚と関わりを持とう

とする姿勢が無い。ま

た、同僚からの建設

的な反対意見を受け

入れられない。 

4. コミュニケーシ

ョン・ディスカッ

ション能力 

話し合いの際には、他者

の意見を尊重することが

でき、発言マナーを守れ

る。議論を支配すること

はしない。 

話し合いには参

加するが、対立意

見を受け入れるこ

とが難しいときが

ある。 

発言、態度におい

て、他者の意見を尊

重することが難し

い。積極的な役割を

果たすことも少な

い。 

他者を敬う姿勢に欠

ける。積極的な役割を

果たすことは無い。 

 

5. 積極性・実

行力  

自発的に行動できる。新

たな課題を探し出すこと

ができる。 

広範囲での指示

はなくとも仕事が

可能。時には、問

題の解決が難し

い場面もあった。 

 

目に見えるような意

欲は少しだけ感じら

れたが、監督する必

要性があった。 

目に見えるような意

欲は感じられず、厳し

く監督する必要性が

あった 
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6. 課題発見

力・新しい視

点での考察

力 

課題に対して深い関心と

理解を示す。頻繁に革新

的、独創的な考えや方

法、意見を提案する。 

課題に対して限ら

れた理解を示す。

ほとんどの場合に

は、自ら目標を設

定の上、要求を達

成しようとする。提

案も少しあった。 

 

課題に対して、表面

的な理解は示すが、

新しい意見や方法

の提案はない。 

課題に対して全くの

理解も意見も示さな

い。新しい意見や方

法の提案はない。 

7. 倫理性・コン

プライアンス

の理解・遵

守 

倫理的な要求や重要性

を理解し、たとえ自身の

考え方に反するとしても、

正しい理由をもつ考えに

は従う。 

倫理的な考え方

ができることもあ

り、他者の考えを

容認することがで

きる。 

 

いくつかの倫理的

な考え方を理解し

ているが、大半は自

己中心的な考えに

とどまる。 

主要な倫理的な考え

を理解していない。す

べては自身の考えに

基づき、倫理的な理

解は相対的で主観的

である。 

 

8. 勤務態度・

業務の優先

度認識力 

仕事の優先順位を理解

し、すべての要求に応え

ることができる。 

ほとんどの仕事の

要求に応えること

ができる。 

 

いくつかの仕事は

できるが、すべての

要求には応えること

ができない。 

 

業務遂行のために必

要な基準を満たそう

とする姿勢が見えな

い。仕事の要求に応

えることが出来ない。 

 

9. 自己活動の

振り返りと改

善意識 

自身の課題をすべて認

識していて、それを乗り越

えるために必要な対策も

すべて明確にしている。 

自身の課題を認

識し、必要な対策

を明確にしてい

る。 

 

自身の課題を認識

できておらず、課題

を達成するために

必要なことを考える

ことが出来ない。 

 

課題を達成するため

に必要な対策を明確

にできない。 

10. グローバル

に活躍する

ための意識・

視点の向上 

複数の対立する局面に

おいて、世界が抱える複

雑な問題を、多様な視点

から判断し動くことがで

きる。 

世界的な問題を

調査する際には、

多様な視点を統

合することができ

る。 

 

世界的な問題を調

査する際には、多様

な視野を認め述べ

ることができる。 

多様な視点を認める

ことが出来ない。世界

的な問題に対して、自

身の立場からの価値

選択を通そうとする。 
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